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議案第 1号

専決処分について

秩父市税条例の一部を改JEする条例の一部を改正する条例については、地方自治

法(昭和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙専決処分惑

のとおり専決処分したので、同条第 3J貨の規定により報告し、議会の敢認を求める。

平成 28年 2月 26臼提出

秩父市長 久喜邦康
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専決処分書

秩父市税条例の一部さと改正する条例の一部を改iEする条例については、地方自

治法(昭和]2 2年法律第 67号)第 179条第 1墳の規定により、 lllJ紙のとおり専

決処分する。

平成 27 {手 12月 28 13 

秩父 市長 久喜邦康
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秩父市税条例のー音1Iを改iEする条例の一部を改正する条例

秩父市税条例の一昔1Iを改正する条例(平成 27年秩父市条例第 39号)の一部を

次のように改正ーする。

第 51条第 2項各号の改正規定中|又は名称、住所若しくは居所又は事務所悲し

くは事業所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の倒人を識別するための

番号の利用等lこ関する法律第 2条第 5項に規定する飼人番号をいう。)又l立法人番

号j を「及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及

び法人番号)Jに改める。

第 139条の 3第 2項第 1号の己主疋規定中「他人番号(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2条第 5)実に規定する個人番号

をいう。以下この号において同じ。)又はJを出IJり、 「同条第 15)婆j を f行政手

続における特定の個人を識別するための番号のTUJ司等に関する法律第 2条第 15 

項Jに改め、 「個人番号又はJを削る。

F付則

この条例は、公布の 8から施行する。

3 



議議室第 2号

市道の認定について

次のとおり市道を認定することについて議決を求める。

起 己1 E重要な
路線名

終 占 経過地

秩父市下古l到字幕坪 947 1番地先
下吉田 359号線

秩父市下吉岡字暮;坪 2 9 3 0番 l機先

秩父市下市出字幕坪 9 4 1 8番地先
下言問 360号線

秩父子11下吉田字幕坪 941 6番地先

秩父市下吉田字幕坪 9422番j祖先
下吉岡 361号線

秩父市下吉凶字;暮坪 944 9 ~害地先

秩父市下吉田字幕t平 9 4 4 4番地先
下吉田 362号線

秩父市下吉田学暮坪 943 2番地先

秩父市下吉国字幕坪 9 4 3 8番地先
下吉国 363号線

秩父市下吉国学暮坪 294 0番 2地先

秩父rti下吉閏字幕i平 9 4 9 2番地先
下吉田 364号線

秩父市下吉田字幕坪 949 7苦手地先

秩父市荒川臼久字林王手 1 887番 3地先
荒川望者川 39号線

秩父市荒川賛川字笹平 959番 1地先

秩父市荒)11賛)11学南総平 1011君主 1地先
荒)11策リ1140号線

秩父市荒川勢)11字柿平 1 064番 1地先

秩父市荒川賛)11学三ツ谷 1376番 u出先
荒川重量)1141号線

秩父市荒川望者川字穴ノ尾 1083番 1地先

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久慈;邦康

提案理由

市道に認定し管理したいため、道路法 (8百平日 27年法律第 18 0号)第 8条第 2

1頁の規定により録制する。
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案内翻
新 規 認 定

市道(下吉田 )359号線

他 5路線

下吉田地内
115，000 
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リ

点
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案内図
新規認定

市道(荒川重量)11)39号線

市道(荒川重量)11)40号線

市道(荒川i賛)11)41号線
皇室111地内
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議案第 3号

$i道の路線変更について

次のとおり市道を路線変更することについて議決を求める。

起 点 E重要な
路線名 113 !fJT51IJ 

終 ，s 経過地

秩父市小柱字長池 599苦言 1J説先
|日

秩父司7小校字長it!1 6 0 1番地先
大出 170lH;lJ¥

秩父ri川、柱手:長池 5 9 6番 5i也先
業!ー

秩父市小H字長池 6 0 1番地先

秩父市下夜間学鍛治山 6 954番 1jj出先
113 

秩父市下古関字鍛治i幻 6940若干j也先
下古|蕊 43号線

秩父市下育m字鍛治111 6 954番 1地先
新

秩父市下育問字芦83 7218f!l'泊先

秩父市荒川勢川字上到~I 644需 lt也先
|日

秩父市荒川後)11字下反 363番地先
荒)11 I('I'線 120号線

秩父市荒川勢)11字 t郷 644番 1J也先

期f
秩父市荒川望者)11字姥j京 298苦言 6地先

秩父市荒川警告川宇中島 103若手 1地先
!日

秩父iIi荒川勢川学中島 1 4 0 i寄1地先
荒川勢)111号線

秩父市荒川勢川字本l京 9 6 f!l' 1 Jili:l[ 
新

秩父市荒川i賛)11宇中島 1 40番]j自先

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

路線を変更して管理したいため、道路法(昭和 27年法律第 180号)第 10条

第 3X頁の規定により提出する。

7 



路線変蔓(変更前)

市道(大国)170号線

IJ、柱地内
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¥、 案内図
¥ I路線変貰(変更後)

市道(大関)170号 線

小柱地内
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案内障
路線変更(変更前)

市道(下吉田)43号 線

下吉田地内
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路線変更(変更新)

市道(荒川幹線)120号線

重量JlI地内
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路線変更(変更後)

市道(荒川幹線)120号線

主主川地内
1(10，000 
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路線変更(変更前)

市道(荒川賀川)1号線
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路線変更(変更後)

市道(荒川重量)11)1号線

賛)11地内
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議案策 4号

市道の廃止について

次のとおり市道を!発止することについて議決を求めるの

起 点 重主主な
路線名

終 点 経過地

秩父市下吉閃字:主主坪 3084番 2地先
下吉岡 175号線

秩父市下吉岡E宇暮坪 309 1番地先

秩父市下吉凶字暮坪 2895番地先
下吉岡 176号線

秩父市下吉岡字幕坪 2864番地先

平成 28年 2月 26日提出

秩 父市長 久喜邦 j奈

提案理由

市道を廃止したいため、道路法(昭和 27年法律第 18 0号)第 10条第 3項の

規定により提出する。
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案内思
議止 1.弘

市道(下吉田)175号線山

市道(下吉田)176号線

下吉田地内 心
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議案第 5号

第 2次秩父市総合振興計 I厨基本構校、の策定について

第 2次秩父市総合振興計爾基本矯想、をiJIJA!tのとおり策定したいので、地方自治法

第 96条第 2r賞の規定による議会の議決すべき事件に関する条例(平成 21年秩父

市条例第 17号)第 1i号の規定lこ基づき、議会の議決を求める。

平成 28年 2jj 2 6臼提出

秩父市長 久喜邦康

提案理出

木市の実施する施策の基本方針を示した基本構想、奇策定し、総合的かつ計図的な

行政運営を図り 1といため。
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議案第一6号

秩父市過疎地域自 lL促進言十爾の策定について

秩父市過疎地域自立促進計爾を5J1J ffitのとおり策定したいので、過疎地域自立促進:

特別措置法(平成 12年法律第 15号)第 6条第 I墳の規定に義づき、議会の議決

を求める。

平成 28年 2月 26尽提出

秩父市長 久 喜 邦 康

提案理主防

秩父市過疎地域自立促進計闘の期間が満了したことから新たに言十闘(平成 28年

度から平成 32年度まで)を策定し、過疎地域の振興を留りたいため。
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議案第 7号

指定管理者の指定について(秩父市みどりの村関連施設)

秩父市みどりの村関連施設の指定管理者について、下記のとおり指定したいので、

地方自治法(昭和 22年法律第 6H予)第 244条の 2第 6項の規定により議決を

オとめる。

言己

1 指定管環者に管理を行わせる施設

( 1 )所在池 秩父市上吉田 2070番地

( 2 ) 名 称 秩父市みどりの村関連施設

2 指定管理者lこ指定する団体

( 1 )所在地 秩父市下吉田 3272番地 1

( 2 )名 称 特定非営利活動法人やまなみ

( 3 )代表者 理 事 長 強 矢好光

3 指定する期間

平成 28年 4月 1日から平成 32年 3月 31日まで

平成 28年 2Jl 2 6日提出

秩父市長 久喜子邦康

提案渡期

施設管理遂営の良好な実績を踏まえ、関連続設運営の更なる効率化及び利用者ーへ

のサービス向上をl還ることを目的とし、特定非営利活動法人 やま ftみを指定管理

者に指定したいため。

20 



議案甘さ 8号

場玉県市町村総合事務総合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合

の規約変獲について

j枚方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 286条第 p頁の規定により、平成 2

8年 4月 1日から埼玉県市町村総合事務組合に草加八潮消防組合をjJ日入させ、埼玉

県市町村総合事務総合規約を次のとおり変更することについて、議決を求める。

主奇玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

埼玉県市町村総合事務組合規約(平成 18年指令市第 745号)の一部を次のよ

うに変更する。

lllJ去を第 1及びlllJ表第2第4条第 l号に掲げる事務の項中「皆野・長瀞上下水道組

合jを「皆里子・長i都下水道組合Jに、「埼玉東部消防組合Jを「埼玉東部消防総合 E草

加八潮消紡組合j に改める。

F付員IJ

この規約は、平成 28 年 4)~ 1日から施行する。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜安11 康

提案理由

平成 28年 4月 1日から埼玉県市町村総合事務組合に草加八潮治紡組合を加入さ

せること及び皆里子・長瀞上下水道組合の名称変更に伴い、埼三玉県市町村山色合事務組

合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第 290条の規定によ

り提出する。
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議案第 9-~. 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に衡する条例

(秩父市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の 部改正)

第 1条 秩父市人事行教の運営等、の状況の公表に翻する条例(平成 17年秩父市条

{炉j第 28号)の一部を次のように改正する。

第 3条第 1号中[{壬免j を f任期」に改め、同条中第8号を第 10号とし、第

7号な第 9号とし、|南条第6号rjJ [及び勤務成績の評定j を削り、向F予を同条第

8号ーとし、同号の前に次の 1~号を加える。

(7)職員の送機管理の状況

第 3条中第 5号を第6号とし、第 2号から第4号までを 1号ずつ繰り下げ、第

1号の次lこ次の 1号を加える。

(2) 職員の人事評僚の状況

第4条の見出し中「報告j の次に「の時期Jを加える。

(秩父市職員の勤務時間、休日及び休綴に関する条例の一部改正)

第 2条 秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成 17年秩父市条

伊iJ第 42号)の一昔1Iを次のように改正する。

第 1条中「第 24条第 6項Jを「第 24条第 5項Jに改める。

第 12条第 1項第 3号中「若しくは公康の予算及び決算lこ関する法律(昭和 2

6年法律第 99号)第 1条に規定する公庫」を「、沖縄振興際発金融公庫Jに改

める。

第 14条第 2項第4号中 f第 13条j を「第 13条第 1項Jに改める。

(秩父$公主主法人等への職員の派遣等に関する条例の一昔話改正)

第 3条 秩父市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 17年秩父市条例

第44号)の一部を次のように改正する。

題名及び第 1条中 f公益法人等」を「公主主的法人等j に改める。

第 2条第 2項第 3号中|条件附採用Jを「条件付採用j に改める。

(秩父市山般職職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条 秩父市一般戦職員の給与に関する条例(平成 174三秩父市条例第 55号)

の一部を次のように改正する。

第 1条ヰコ1 r第 24条第6項Jを「第 24条第 5)実j に改める。

第 3条第一 3)貨を削り、同条第4:頃中「第一 2項j を「前項Jに、 「新I項に規定す

るlを f給料表lこ定める職務のJ{こ改め、 i司項を同条第 3項とし、!司条の次に次

の 1条を加える。

(等級自IJ基準機務表)
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第3条の 2 Jfi能員の織務l土、その複雑、困難及び賛{王の皮tこ基づきこれを給料還を

にiEめる職務の級に分類するものとし、その分類の2民主務となるべき職務の内容

は、別表第 3に定める等級5l1J:1基準職務表に定めるとおりとし、間表に掲げる職

務とその複雑、 i還難及び責任の皮が間程度の職務で殺到lで定めるものは、それ

ぞれの職務の級に分類されるものとする。

第 11条の 2第 2項中 r5llJ表第 3Jを r5llJ表第 4J に改める。

別表第 3 を5llJ表第 4 とし、5l1J~受第 2 の次に次の 1 表を加えるO

5llJ表第 3 (第 3条の 2関係)

ア 行政職給料表等級月IJ;I基準職務表

職務の級 基準となる職務

8級 部長、市長室長、参事、総合支所長、病院事務局長、会計管理

者、教育委員会事務局長又は議会事務局長の職務

7級 部次長、 m長室次長、高IJ参事、専門員、技監、高IJ支所長、病院

事務局次長、教育委員会事務局次長、議会事務局次長、監査事

務局長、選挙管理委員会事務局長又は農業委員会事務局長の磯

マヨ汚ヶ

6 *Jk 課長、所長、管理幹、館長、大滝国民健康保険診療所事務局長、

高IJ所長又l主主席主幹の職務

5級 主幹又は保育所長の職務

4級 主査の職務

3級 参与、主任、主任技師、主任保育士、主任司書、主任教諭又I'oi

主任学芸員の職務

2級 1 主司王又は技師の職務

2 知識又は経験を必要とする保育士、司書妻、教諭又は学芸員

の職務

1級 立三事棟、技師補、保育士、司書、教諭又l立学芸員の職務

イ 医療l織給料表(1 )等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

3N及 病!涜長又は高IJ病続長の職務

2級 科部長、大滝悶民健康保険診療所長又は医長の職務

1級 i亙櫛の総務

ウ 医療織給料表(2 )等級5llJ基準職務表

職務の級 | 基準となる職務

5級 |科長又は主席主幹の職務
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4級 薬剤約長、技師長、校:i二長、士長、三上:幹又l主主3まの職務

3級 参与、主任薬剤j郎、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任務

床検:夜技師、主任i臨床ヱ学技士、主任理学療法士、主任作業療

法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士又l主主任診療情報管理

土の職務

2級 1 薬剤約の職務

2 技術又は経験を必要害とする栄養士、診療放射線技師、臨床

検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語穂、

資:土又は歯科衛生士の職務

3 経験を必要とする診療情報管理士の職務

1級 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学

療法士、作業療法士、言言i~.苦聴覚士、歯科衛生士又は診療情報管

理士の職務

エ 医療職給料表(3 )等級5J1)基準職務表

職務の級 基準となる職務

5級 高1)病院長、看護部長、高1)看護部長、看護防長、助産自市長、所長、

高1)所長又は主席主幹の職務

4級 品1)看護師長、面i助産自市長、主幹又l立主査の職務

3級 参与、主任看護師、主任保健師又l主主任助産自市の職務

2級 1 経験を必要とする看護師の職務

2 保健師又は助産自掃の職務

1級 看護部の職務
」一

附員Ij

この条例は、平成 28年 4月 113から施行する。

平成 28年 2Jl 2 6日提出

秩父市長 久 喜邦 康

提案理街

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成 26年法律第

34号)の1随行に伴い、等級日1)基準職務表を規定するほか、関係条例について所要

の改正を行いたいため。
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議案1)fi1 0号

秩父市職員の退機管理に関寸る条例

(魅旨)

第 1条 この条例は、地方公務員法 (B日和 25年法律第 261号。以下 f法Jとい

う。)第 38条の 6第 2項の規定に基づき、職員の退職管環に!調し必婆な事壌を

定めるものとする。

(任命権者への届出)

第 2条 管理又は居室替の地位にある職員の織として規則jで定めるものに就いている

職員であった者l士、離職後 2ij三問、営利念講堂(法第 38条第 1項に規定する営1'1]

企業をいう。以下向じ。)以外の法人その他のi遺体の地伎に就いた場合(報酬!な

得る場合に限る。)又は営利食業の地伎に就いた場合は、日々雇い入れられる者

となった場合その他規則jで定める場合を除き、規則で定めるところにより、速や

かに、離職した職又はこれに相当する臓の任命権者に規則で定める事項を届け出

なければなら沿い。

(委任)

第 3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関レ必要な事項は、規則

で定めるo

F付員IJ

この条例は、平成 28年 4月 1白から施行する。

平成 28年 2月26日提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

地方公務員法及び地方独立行政法人法の 4 部を改正する法律(平成 26年法律第

34号)の施行に伴い、職員の退職管理戸に関し」必要な事項を士見定したいため。
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議案第 11号

行政不服審査法の方面行に{半う関係条例の繋備に隠する条例

(秩父市情報公開条例の一部改iE)

第 1条 秩父市情報公開条例(平成 17年秩父市条例第 10号)の一部を次のよう

に改正するο

目次中「不服申立てJを「審査請求Jに改める。

第 15条第 1項中「第 20条j を「第 20条第 4)賓j に改め、 「、J;見員IJで定め

るところにより Jを削り、同条第 3項中「第 19条及てj(Jを削る。

「第 3主主 不服申立てj を「第 3章審査請求j に改める。

第 19条を次のように改める。

(管理員による若手潔手続に関する規定'の適用除外)

第 19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行

政不服審査法(平成 26年法律第 68号)第 9条第 1項の規定l士、適用しない。

第 20条の見出しを r(審査会への諮問)Jに改め、同条ヰコ「諮問したJを「諮

問をした」に改め、同条第 1号中「不服申立人」を f審査請求人Jに、 「参加入j

を「参加人(行政不服審査法第 13条第 4項に規定する参加入をいう。 以下この

項及び次条第 2号において同じ。)Jに改め、同条第 2号中「不服申立人jを「審

査請求人j に改め、同条第 3号中「不服申立てに係る公開決定等Jを「審査請求

に係る公文書の公!調Jに、 「不服申立人j を「審査誇求人」に改め、悶条を問条

第4墳とし、同条に第 1J笈から第 3)実までとして次の 3項を加える。

公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当

該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のし、ずれかに該当する

場合を除き、秩父市情報公際・{感、情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査議求の全部を認容し、当該審査読求に係る公文書の全部を公

関することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されて

いる場合を除く。)

2 前壌の規定による諸問付、行政不服審査法第 9条第 3項において読み繋えて

適用する!司法第 29条第 2演の弁明書fの写しを添えてしなければならない。

3 第 1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諸問実施機関」という。)

l土、当該諮問lこ対寸る答申を受けたときは、それを尊重し、速やかに審査請求

に対する裁決をしなければならない。

第 21条の見出し中「不服申立てj を「審査請求Jに改め、同条各号列記以外
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の昔11分中「決定Jを「裁がとJtこ改め、間条第 1号中「不服申立てJを i審査請求」

に、 「主主却する決定j を「楽却する裁決j に改め、同]条第 2号中「不服申立てに

係る公凋決定等を変更し、当該公開決定等Jを f審査諮求に係る公開決定等(公

開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請

求JIこ、 f決定(Jを「裁決 (J に改める。

(秩父市個人情報保護条例の一部改正)

第2条 秩父市個人情報保護条例(平成 17年秩父市条例第 11号)の一昔11を次の

ように改正する。

目次中「不服申立てj を「審査請求JIこ改める。

第 23条第 1頃中「篤 42 条 j を「第 42 条負~4 項J に改め、限条第 3 項中「第

4 1 条及びJ を ì~リる。

「第4告も 不服申立てj を「第4節 審査請求Jに改める。

第41条を次のように改める。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第41条 開示決定等、訂正決定等、手U用停止決定等又は開示請求、訂正請求若

しくは手Uffj停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法

(平成 26年法律第 68号)第 9条第 1項の規定は、適用しない。

第 42条の見出しを r(審資会への諮濁) Jに改め、同条第 1号中「不服申立

人Jを「審査請求人」に、 「参加人j を I参加入(行政不服審査法第 13条第4

項に規定する参加入をいう。以下この項及び次条第 2号において同じ。) J Iこ改

め、 I帯条第 2号中「不服申立人Jを「審笈請求人Jに改め、伺条第 3~号中「不服

申立てに係る溺示決定等Jを「若手王室請求に係る保有個人情報の開示Jに、 「不服

申立人J~と f審査請求人J に改め、同条を同条第 4 項とし、 i司条に第 1 項から第

3項までとして次の 3項を加える。

開示決定書卒、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正諮求若しくは

利用停止詩求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査誇求に

対する裁決をすべき実施機関は、次の各Jずのし、ずれかに該当する場合を除き、

審査会lこ諮問しなければならない。

(1)審査誇求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全

古刊を凋示マーることとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見若手

が提出されている場合を除く。)

(3)裁決で、審査誇求の全部を認若手し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂
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iEをすることとする場合

(4)裁決で、若手資請求のさ佐官11を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利

用停止をすることとする場合

2 青古墳の規定による諮問は、行政不服審査法第 9条第 3J頁において読み替えて

適用する同法第 29条第 2項の弁明言語:の写しを添えてしなければならない。

3 賞~ 1頃の規定lこより諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関j という。)

は、当該諮問に対する答申を受けたときは、それを尊重し、速やかに審査請求

に対する裁決をしなければならない。

第 43条の見出し中「不服申立てJを f審査誇求Jに改め、同条各号列記以外

の昔日分中 f決定j を「裁決Jfこ改め、同条第 1号中 f不服申立てJを「審査請求J

に、 「棄却する決定j を「棄却する裁決j に改め、問条第 2号中[7fミ服申立てに

係る開示決定等を変更し、当該開示決定等j を I審査翁求lこ係る際示決定等(開

示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該

審資請求Jに、 「決定(Jを「裁決(Jに改める。

第 44条第 2項中「により保有個人情報j の次に fが記録されている公文書J

を加え、 「定める保有個人情報の」を f定めるJに改める。

(秩父市人事行政の運営等の状況の公表に隠する条例の一部改正)

第 3条 秩父市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成 17年秩父市条

例第 28号)の一審11を次のように改正する。

第 5条第 2号中「不服申立てj を f審査請求j に改める。

(秩父in長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第4条 秩父市長宅事の給与及び旅費lこ関する条例(平成 17 fj三秩父市条例第 52号)

の一昔日を次のように改正する。

第 5条の 3第 2J妄'i二1 [行政不服若手玉正法(昭和J3 7年法律第 16 0号)第 14条

又は第 45粂」を「行政不服審交法(平成 26年法律第 68 ~号)第 1 8条第 1項

本文Jに改める。

(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部改正)

第 5条 秩父市一般職職員の給与lこ関する条例(司王成 17年秩父市条例第 55号)

の一部を{:i，のように改 Eする。

第 16条の 5第 2攻中「行政不服審査法(昭和]3 7年法律第 160号)第 14 

条又は第45条j を f行政不服審査法(平成 26年法律第 68号)第 18条第 1

項本文J(こ改める ο

(秩父市税条例の a部改正)
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第 6条 秩父市税条例(平成 17年秩父市条例第 65号)の 苦1Iを次のように改正

する。

第 18条の 2第 1項中「不服申立てJを「審査議求J~こ改める。

(秩父市営土地改良事業賦課金徴収条例の一部改正)

第 7条 秩父市営土地改良事業賦課金徴収条例(平成 17 {jo秩父市条例第 203号)

の一部を次のように改正する。

第 3条を削り、第4条さと第 3条とし、第 5条を第 4条とし、第 6条を第 5条と

する。

11付則

(施行期日)

I この条例は、平成 28年 4月 113から施行する。

(経過措綾)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例

の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 第 3条の規定による改正後の秩父市人事:行殺の運営等の状況の公表に関する条

例第 5条第 2i告の規定は、平成 28年度以降の年度における業務の状況の報告に

ついて適用し、平成 27年度における業務の状況の綴告については、なお従前の

例による。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜手邦康

提案理尚

行政不服審査法の施行に伴い、関係条例の規定の整備を行う必要があるため。
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議案第 12号

秩父市行政不般若手まま会条例

(設置)

iliO条 行政不服審査法(平成 26年法律第 68号。以下 f法」という。)第 81 

条第 2項の規定lこ基づき、不服申立てに係る事件ごとに、秩父市行政不服審査会

(以下「審査会Jという。)を置く。

(所主主事務)

第2条 審査会l士、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第 3条 審査会l土、委員 3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、

かっ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市

長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査

審議が終了する日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 iI'i:l要は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをど解任することが

できる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必婆なi厳格性を欠くと認めるとき。

(守秘義務)

第 5条 委員は、職務Jニ知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同校ミと -9る。

(政治活動等のiliiJ限)

第6条 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積綴約に政

1合運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第 7条 審査会に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長:は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。

(会議)
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員~8 条 ;審主主会の会議l土、会長が招集し、その詰室長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を際くことができないG

3 審査会の議事l土、出席した委員の過半数をもって決し、可否問数のときは、議

長の決するところによる。

(調査審議手続の非公際)

第 9条 若手窓会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(J;庶務)

第 10条 審資会の庶務l士、総務部において処理する。

(委任)

第 11条 この条例に定めるもののほか、審査会の遂営その他必要な事項は、会長

が若手窓会に諮って定める。

(割&iJ)

第 12条 第 5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、 1年以下の懲役又は 50 

万円以下の罰金lこ処する。

附員IJ

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

行政不服審査j告の施行に伴い、同法に規定する第三者機関として秩父市行政不服

審査会を設置する必要があるため。
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議案第 13号f

Zラ父市情報公開・個人情報保護若手資会条例

(設霞)

第 1条 秩父市情報公開条例(平成 17年秩父市条例第 10号。以下「公開条例j

という。)に基づく情報公際制度及び秩父m億人情報保護条例(平成 17年秩父

市条例第 11号。 以下 f保護条例j という。)に基づく個人情報保護制度の適正

かっ円滑な運営を図るため、秩父市情報公告書・個人情報保護審査会(以下「審査

会j という。)を置く。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用言吾の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(1)諮問実施機関 公開条例第 20条第 1項又は保護条例第 42条第 1項の規定

により審査会に諮潤をした実施機関(公告書条例第 2条第 1号又は保護条例第 2

条第 1号に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)をいう。

(2)公文書 公開条例第 12条第 1項lこ規定する公開決定等に係る公文書(公開

条例第 2条第 2号に規定する公文書;をいう。)をいう。

(3)保有倒人情報 保護条例第 20条第 p賞、第 31条第 1項又は第 39条第 1

項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報

(保護条例第 2条第 3号に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所挙事務)

第 3条 審窓会l立、次に掲げる事務をつかさどる。

(1)公開条例第 20条第 1項又は保護条例第42条第 1墳の規定による諮問に応

じ審査読求について調査審議すること。

(2)保護条例第 3条第4項ただし書若しくは第 5J費、第4条第 2項第 8号、第 9

条第 2項第4号又は第 12条第 2項の規定により実施機関が饗査会の意見を聴

くこととされている事項について実施機関に意見を述べること。

(3)前 2号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営lこ関

する事項について実施機関に意見を述べること。

(総織)

第4条 審査会は、委員 6人以内をもって綴織する。

(委員)

第 5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の委員の任期l士、前任者の残任期間
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とする。

3 委員l土、再任されることがぞきる。

4 市長i立、委員が次の各号のし、ずれかに該当する場合は、これを解任することが

できる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(守秘義務)

第 6条 委員は、職務上知ることができた秘筏、を漏らしではならない。その織を退

いた後も、同f，j~とする。

(政治活動等の制限)

第 7条 委員は、千主任中、政党その他の政治的問{本の役員となり、又は穣極的に政

1合運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第 8条 審査会に会長及び副会長 l人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長lこ事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代壊する。

(会議)

第 9条 審査会の会議l士、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会l立、委員の過半数が出席しなければ、会議を!鶏くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、 "1否同数のときは、議

長の決するところによる。

(調ヨ主権限)

第 10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実縮機関に対し、公文書又

は保有俗人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審

査会lこ対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開又は開示を求めるこ

とができない。

2 .~.替問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒

んではならないの

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録さ

れている情報又は保有俗人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方

法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めること

ができる ο
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4 第 1項及び前項lこ定めるもののほか、審査会は、若手遊詩求に係る事件に|おし、

審査請求人、参加入(行政不服審査法(平成 26 fj三法律第 68号)第 13条第 4

項に規定する参加入をいう。次条第 2項及び第 16条第 2>買において凋じ。)又

は諮問実施機関(以下 f審査関係人j という。) (こ主主見書又は資料の提出を求め

ること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めること

その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第 11条 審査会は、審笈関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に 1=1

頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要が

ないと認めるときは、この際りぞない。

2 前項本文の場合においては、繁華王請求人又は参加入は、審査会の許可を得て、

補佐人とともに出頭することができる。

(意見著書等の提出)

第 12条 審査関係人は、審資会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

この場合において、審査会が、意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めた

ときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委負による調査手続)

第 13条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第 10条

第 1項の規定により提示された公文書若しくは保有飼人情報を凋覧させ、同条第

4項の規定による澗査をさせ、又は第 11条第 1項本文の規定による審資関係人

の意見の陳述をI聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第 14条 若手交会は、第 10条第 3>頁若しくは第4項又は第 12条の規定による意

Jil，芸書又は資料の提出があったときは、当該意見苦手又は資料の写し(電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、書記子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下この項及び次壌において河じ。)にあっては、当該霞激的記録に記録された

事項を記載した書面)を当該意見著書又は資料を提出した審査関係人以外の審査関

係人に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認め

られるとき、その他正当な理由があるときは、この線りでない。

2 審査関係人は、審査会に対し、審査会に援出された意見書又は資料の閲覧(電

磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの

の!規事室)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を
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害するおそれがあると認めるとき、その他:正当な王Y!I羽があるときでなければ、そ

の閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第 1項の規定による送付をし、又は前項の規定による関覧をさせよ

うとするときは、当該送付又は閲覧lこ係る意見書又は資料を提出した審査関係人

の意見を聴かなければならない。ただし、審資会が、その必要がないと認めると

きは、この限りでない0

4 審室会は、第 2墳の規定による閲覧について、日時及び1揚所を指定することが

できる。

(調査審議事手続の非公開)

第 15条 審査会の行う調査審議の手続は、公i鶏しない。

(官官!笥に対する答:申)

第 16条 審査会l立、審査請求に係る諮問があった日の翌日から起算して 90臼以

内に答申するよう努めなければならない。

2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参

加入に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第 17条 審資会の庶務は、総務部において処理するο

(委任)

第 18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必婆な事項は、会長

が審査会に絡って定める。

(罰則)

第 19条 第 6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、 1年以下の懲役又は 50

万円以下の罰金に処する。

附員IJ

(施行期日)

1 この条例は、平成 28年4月 1日から施行する。

(秩父市情報公開条例の一部改正)

2 秩父市情報公減条例の一部を次のように改JEする。

f第4主主 秩父市情報公告書・個人情報保護審査会(第 22条一第 28
目次中

第 5主主 補貝Ij(第 29条一第 35条)

条)
Jを「第4章補員IJ (第 22条一第 27条) Jに改める。

第4主主を白IJる。
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第 5主主中第 29条を第 22条とし、第 30条から第 34条までを 7条ずつ繰り

上げ、 問主主を第 4主主とする。

第 35条を出1)る。

(秩父市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の秩父市情報公開条例第 22 

条第 4):買の規定lこより委嘱された秩父市情報公開・個人情報保護審査会の委員(以

下この項において rI日若手査会委員Jという。)である者は、この条例の施行の日

に、第 5条第一 1項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場

合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第 2):賞の規定に

かかわらず、同日における!日審査会委員としての任期の残任期間と同ーの期間と

する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(秩父市個人情報保護条例の 部改正)

5 秩父市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

第 3条第 4項ただし望書中「秩父市情報公開条例第 22条に規定する j を削る。

'V-成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久 喜邦 康

提案理由

行政不服審資法の施行に伴い、秩父市情報公開条例に規定されている秩父市情報

公開・倒人情報保護饗査会について、その調査務議の手続に関する規定を整備する

とともに、月1)条例として規定したいため。
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議案第 14号

秩父市固定資産詳側審査委員会条例

秩父市関定資産評価審査委員会条例(平成 17年秩父市条例第 29号)の全部を

改正する。

目次

第 1業総員IJ (第 1条)

第 2主主 委員長及び書記(第 2条・第 3条)

第 3章審査の申出(第4条・第 5条)

第4主主 審革主の手続(第 6条 第 12条)

第 5主主 雑良Ij (第 13条)

F付則

第 l章総員IJ

(趣旨)

第 l条 この条例は、地方税法(昭和 25年法律第 226号。以下「法j という。)

第 436条の規定に主主づき、秩父市悶定資産評価審査委員会(以下「委員会j と

いう。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必望書な事項を定めるものと

する。

第 2章委員長及び書記

(委員長)

第 2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び悶定資産評価審査委員会規程の定めるところによって

その織務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらか

じめ指定する委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は、 1年とする。ただし、再イ壬することを妨げない。

(著書記)

第 3条 委員会に著書記を撞く。

2 ~書記 l士、市職員のうちから、市長の潤;藍を得て、委員長が任命する。

3 ~書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

第 3主主 審査の申出

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による若手査の申出は、審査申出番JE副 2通を委員会に

提出してしなければならない。
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2 審査申出誉には、!)(に掲げる事明、を記裁しなければならないο

(1) 審査申出入の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審交の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 若手変申出入が、法人その他の社回若しくは財団であるとき、総代を互選したと

き、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出番には、荷台項各号に

掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所

文は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成 27年政令第 39 1号)第 3条

第1)去に規定する蓄預を添付しなければならない。

4 審査中出警には、審資申出入(若手至宝申出入が法人その他の社団又は財団である

ときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって若手交の申

出をするときは代理人)が押印しなければならない。

5 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変

更を生じた場合においては、 i宣らに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け

出なければならない。

6 審査申出入は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったと

きは、書函でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審まま申出警の受理及び却下)

第 5条 委員会は、審査申出警が提出された場合においては、速やかに、その記載

司王攻、提出期限その他の:事項について調査をしなければならない。

2 委員会l土、前項の調査の結果、審査申出蓄がその提出期限内に提出されたもの

であり、かっ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受環

しなければならない。

3 委員会は、第 p寅の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合にお

いては、 5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補lEさせなければな

らない。

4 委員会は、審査申出蓄を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場

合においてはその旨を審査中山人に、それぞれ通知しなければならない。

第4主主 審査の手続

(書i認審理)

第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申l込書の副本

及び必姿と認、める資料の概要喜を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副 2i母
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のうえ三i列?与の提出さと求めるものとする。

2 委員会は、弁明警の提出があった;場合においては、審査l申出人に対しその副本

及び必要と認める資料の概要を記殺した文書を送付しなければならない。

3 若手資$出入l士、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論舎を提

出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出

しなければならない。

4 委員会l士、審査申出人から反論番の提出があったときは、これを市長に送付し

なければならない。

(審査申出入の口頭による意見練述)

第7条 委員会は、法第 433条第 2項ただし蓄の規定により審査申出人に口頭で

意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出

入に通知しなければならない。

2 著書記は、新j項の主主見i凍述について調書を作成しなければならない。

3 前壌の調書には、次に掲げる司王演を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成

した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1)事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審潔)

第 8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する苦手資長が行う。

2 委員会l士、口頭審理を1Tう場合においては、その都度、 1::1頭審漢の日時及び場

所を番手査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必婆があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めるこ

とができる 0

4 委良会は、関係者(饗査i和尚人及び市長を除く。)に対し、その請求により口

頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 ilfl項の口述警には、次に掲げる苦手墳を記載し、提出者がこれに箸名押印しなけ

ればならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査中出入に対して、意見を述ぜ〈、

かつ、必要な資料を援出する機会を与えなければならない。

7 警言己l土、口頭審理について調書を作成しなければならない。
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8 前工漢の調書には、次lこ掲げる事項{i:記載し、審理を行った委員及び調講;を作成

した望書記がこれに著書名押印しなければならない。

(1)事案の表示

(2)審理の場所及び年月潟

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 若手潔の要領

(5) その他必要な事項

(実地言語資)

第 9条 書記は、実地言語ままについて調書を作成しなければならない。

2 前項の調議?には、次lこ掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成

した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1)事案の表示

(2)調査の場所及び年月日

(3)調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第 10条 書記l立、高~j 3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作

成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書吾作

成した書記がこれに箸名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2)会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要きな事項

(決定警の作成)

第 11条 委員会は、審査の決定をする;場合においては、次に掲げる事項を記載し、

委員会が記名押印した決定番を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要害

(3)審査申出入及び市長の主張の婆EZ

(4) 潔由

2 I:去第 433条第 12項の通知l立、審査申出AIこ対しては前項の決定舎の五本を

もって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(若手交の秩序維持)
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第一 12条 委員会l土、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

第 5主主 雑則

(委任)

第 18条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関

し必要な事項は、闘定資産評価審査委員会規稜で定める。

ド付 員リ

(!j{匡行期日)

1 この条例l士、平成 28年4月 1羽から方面行する。

(経過措霞)

2 この条例の施行前lこ固定資産評価審査委員会規程の規定によりされた処分、手

続その他の行為l士、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 第 4 条第 2 項、第 8J頁及び賀~6 項、第l6 条第 2 項及び第 4:唆並びに第 1 1条第九

l項の規定は、平成 28年度以後の年度分の閲定資産税に係るi劃定資産について

悶定資産課税台帳に登録された価終に係る審交の申出及び平成 27年度分までの

関定資産税に係る凶定資漢について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審

査の申出であってゆ出期間の初日が平成 28年4月1日以後であるものについて

適用し、平成 27年度分までの劉定資産税に係る殴定資産について阪定資産課税

台11撲に登録された価格lこ係る審査のifi出(申出期間の初日が平成 28年 4月1日

以後である審査の申上討を除く。)については、なお従前の例による。

(秩父市税条例の一部改正)

4 秩父市税条例(平成 17年秩父市条例第 65号)の辺部を次のように改正する。

第 78条を次のように改める。

(審査委員会の委員の定数)

第 78条 饗査委員会の委員の定数は、 4人とする。

平成 28 {J三 2月2613提出

秩父市長 久喜拘1 燦

提案理由

規穫で定めていた審査の手続、記録の保存その他審査に隠し必要な事項について、

条例で規定する等、条例の全部を改正したいため。
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議案策 15号

農業協関組合法撃事の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例

(秩父市職員定数条例の一部改正)

第 I条 秩父市職員定数条例(平成 17年秩父市条例第 35号)の一部を次のよう

に改正する。

第 1条中「第 20条第 2項j を「第 26条第 2項Jに改める。

(秩父市証人等の実費弁償に隠する条例の一部改正)

第 2条 秩父市5正人等の実費弁償に隠する条例(平成 17年秩父市条例第 51号)

の一部を次のように改正する。

第 2 条第 5~手中 r (農業委員会等に関する法律(昭和 26年法律第 88号)第

1 1条において準用する場合を含む。) J を削り、|河条第 8 号中「第 29 条首~ 1 

項Jを r(昭和 26年法律第 88号)第 35条第 1項J(こ、 「耕作者その他の関

係人Jを「農業者その他の関係者j に改める。

(秩父市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び秩父市農業委員会

の選挙による委員の選挙区及び各選挙区定数条例の廃止)

第 3条次 に 掲 げ る 条 例l土、廃止する。

(1)秩父市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成 17年秩父市

条例第 19 5号)

(2)秩父市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区定数条例(平成 l

7年秩父市条例第 196号)

附員IJ

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

平成 28年 2月 26日提i出

秩父市長 久喜安11 康

提案理由

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成 27年法律第 63号)の施行

に{半う、農業委員会等lこ関する法律の一部改正lこ伴い、関係条例を廃止するほか、

所要の改正を行いたいため。
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議案策 16号

秩父市農業委員会の委員及び農地利用最滋化推進委員の定数を定める条例

(趣旨)

第 1条 この条例l士、農業委員会等に関する法律(自自平日 26 fj三法律第 88号)第 8

条第 2項及び筋 18条第 2項の規定に基づき、秩父市農業委員会(以下 f農業委

員会jという。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第 2条 差是業委員会の委員の定数は、 13人とする。

(農地利用最濃化推進委員の定数)

望号 3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数l土、 14人とする。

F付則

(泌行邦!日)

1 この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成 27年

法律第 63号)附員Ij第 29条第 2演の規定により農業委員会の委員がなお従前の

例により在任する場合においては、第 2条の規定は適用しない。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜安11 ~若

提案理街

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う、農業委員会等に関す

る法律の 4 部改正に伴い、秩父市農業委員会の委員及び幾地利用最適化推進委員の

定数を定める必要があるため。
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議案策 17与す

秩父市水道事業の広域化に伴う関係条例の終理に関する条例

(秩父市情報公際条例の一部改正)

第 1条 秩父市情報公開条例(平成 17年秩父市条例第 10 ~ラ)の一部を次のよう

に改正する。

第 2条第 l号中 r(公営企業管理者の権限な行う市長を含む。) Jを削る。

(秩父市俗人情報保護条例の一部改正)

第 2条 秩父市{鈴人情報保護条例(平成 17年秩父市条例第 11号)の一部を次の

ように改正寸る。

第2条第 1号中 r(公鴬企業管理者の権限を行う市長を含む。)Jを詩Ijる。

(秩父市行政手続条例の一部改正)

第 3条 秩父市行政手続条例(平成 17年秩父市条例策 13 {ま)の一部を次のよう

に改疋する。

第 2条第 1号中「並びに地方公営:念業法(昭和 27年法律第 292号)第 10 

条lこ規定する企業管理規程j を削る。

(秩父市公主主法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第4条 秩父市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 17年秩父市条例

第 44号)の一部を次のように改正する。

第4条中 f企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(自苦手口 27年法

律第 289号)第 3条第4号の職員をいう。以下関じ。)である派遣職員及び現

業職員」を「技能労務職員」に改め、 「であって、企業職員以外のもの」を削る。

第 5条中 f企業職員である職員及び現業職員j を「技能労務職員j に改める。

第 7条(見出しを含む。)や f企業職員又は現実聖職員Jを「技能労務職員j に

改める。

(秩父市工場誘致条例の一部改正)

第 5条 秩父市工場誘致条例(平成 17年秩父子11条例第 216号)の一部を次のよ

うに改正する。

第 3条第 2項第 2号中「水道分担金相当額奨励金Jを「水道力]入金額奨励金J

lこ改める。

第 6条第 2項中 l秩父市水道事業給水条例(平成 17年秩父市条例第 252号。

以下「給水条例Jという。)第 8条第 1>買による分担金j を「秩父広域市町村閣

総合水道事業給水条例(平成 28年秩父広域市町村閣総合条例第 号)第 7条

第 1項に規定する加入金j に、 f水道分担金相当綴Jを「当該加入金の額j に改

め、同条中第 3瑛を削り、第 4>頁を第 3項とする。

第 7条中「前条第 4)蓑各号Jを「前条第 3項各号j に改める。
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(秩父市下水道条例の一部改正)

第6条 秩父市下水道条例(平成 17 'i三秩父市条例策 24 :3号)の一部を次のよう

に改正寸る。

第 2条第 3寝中「秩父市水道事業の設霞等に関する条例(平成 17年秩父市条

例第 248号) Jを「秩父広域市町村圏組合水道事業の設重量等に関する条例(平

成 28年秩父広域市町村随組合条例第 号)Jに改める。

第 15条第 3X直中 f市の水道の使用者としてその使用に関し、市水道事業管理

者lを f水道水の使用に関し、秩父広域市町村i雪組合管浪者Jに改める。

第 17条第 2)頃第 1号中「水道のj を「水道水のJに改める。

(秩父市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

第 7条 秩父市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成 21 

年秩父市条例第 47号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 2号ヰコ「及びlfu方公営企業法(昭和 27年法律第 292号)第 10条

に規定する金業管理士見程」を削り、伺条費~3 号中「、公営企業管理者又はこれら

に」を f又はこれにj に改め、同条中第4号を削り、第 5号を第 4号とし、第 6

号から第 13号までを 1号ずつ繰り上げる。

第 3条から第 6条まで及び第 9条中 f執行機関等Jを I執行機関J(こ改める。

(秩父討す水道事業の設鐙等に隠する条例等の廃止)

第8条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 秩父市水道事業の設遺書事に関する条例(平成 17年秩父市条例第 248号)

(2) 秩父市企業職員の給与の穣類及び基準に関する条例(平成 17 'i三秩父市条例

第 250号)

(3)秩父市水道事業給水条例(平成 17年秩父市条例篤 25 2.J手)

(4)秩父市水道布設工事監督者の配置慕準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例(平成 24年秩父市条例第 23号)

11M 則

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

平成 28年 2月26日提出

秩父 市長 久喜 邦康

提案懲出

秩父市水道事業の広域化に伴い、秩父市水道事業の設霞等に関する条例等を廃止

するほか、関係条例について所要の改正を行し、たいため。
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議案策 18号

秩父市職員定数条例の一部を改正する条例

秩父市職員定数条例(平成 17 "l三秩父市条例第 35号)の…部を次のように改正

する。

第 1条中「第 12条第 8)蓑」を「第 12条第 9項Jに、 「、教育委員会及び公営

企業の各機関の事務部局」を「及び教育委員会の事務部局並びに学校その他の教育

機関Jに改める。

賀~2 条第 1 攻各号を次のように改める。

(1) 市長部局の職員(次号及び第 3号に掲げる職員を!徐く。

(2) 市立病院の職員 220人

(3) 大滝関民健康保険診療所の職員 8人

(4) 議会事務局の1議員 9人

(5) 選挙管理委員会事務局の職員 3人

(6) 監査事務局の職員 3人

(7)公平委員会の職員 1人

(8)農業委員会事務局の職員 4人

(9)教育委員会事務局及び学校その他の教育機凋の職員 89人

566人

第 2条第 3項及び第 4項を印lり、伺条第 2項中「及び併任者Jを「、併任者及び

休職者j に、 「前項」を「前 2項Jtこ改め、問項を同条第 3演とし、同条第 1項の

次に次の 1項を加える。

2 前項各号に掲げる職員の定数のほか、次に掲げる職員の定数l土、任命権者が必

要と認める範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法第 252条の 17第 1項(同法第 292条において準用する場合

を含む。)の規定により、他の地方公共E自体に派遣し、又は他の地方公共団体

から派遣されている職員

(2)秩父市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 17年秩父市条例

第 44号)第 2条第1J笈の規定により公益的法人等に派遣されている職員

附則

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

秩父市水道事業の広域化に伴い、水道企業の職員lこ関する規定について削除する

ほか、所要の改正を行いたいため。
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議案第 19号

秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 秩父市f 般職K11tE支の給与ーに関する条例(平成 17 fj三秩父市条例第 55.!%-)

の一部を次のように改正する。

第 16条の 6第 2項第 1号中 r1 0 0分の 75 Jを r1 0 0分の 85 Jに改め、

問項第 2号中 r1 0 0分の 35 Jを r1 0 0分の 40 Jに改める。

附則第 13項中 r1 0 0分の 1. 12 5jを r1 0 0分の 1.275jに、 r 1 

00分の 75 j を r1 0 0分の 85 J改める。

別表第 1及び別表第 2をJlIJ記のように改める。

第 2条 秩父市一般職職員の;給与に隠する条例の一部を次のように改正する。

第 16条の 6第 2攻第 1号中 r1 0 0分の 85 Jを r1 0 0分の 80 Jに改め、

問項第 2号中 r1 0 0分の 40 Jを r1 0 0分の 37. 5 Jに改める。

附貝Ij第 13項中 r1 0 0分の 1.275j を r1 0 0分の 1. 2 Jに、 r 1 0 

0分の 85 j を r1 0 0分の 80 j に改める。

附貝Ij

(施行期日等)

1 この条例は、公布のおから施行する。ただし、第 2条の規定l立、平成 28年 4

月 1日から施行する。

2 第 1条の規定による改正後の秩父市一般職1議員の給与に関する条例(以下「改

正後の条例jとし寸。)JlIJ表第 1及び別表第 2の規定は平成 27年 4月1日から、

改工E後の条例第 16条の 6第 2項及び附則第 13項の規定は同年 12月 1日から

i商用Tる。

(給与ーの内払)

3 改工E後の条例の規定を適用する場合においては、第 1条の規定による改正前の

秩父市 般職職員の給与しに関する条例の規定lこ基づいて支給された給与(秩父市

一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成 27年秩父市条例

第 3号。以下この項において「平成 27年改正条例j という。)附則第 4J頁から

第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。) I土、改正後の条例の規定

による給与(平成 27年改正条例r>lt則第 4項から第 6項までの規定による給料を

含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の絡行に関し必要な事項は、市長がJlIJに定

める。
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平成 28年 2月 26 S提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

埼玉県人事委員会勧告に準じ、一般職職員の絵料及び勤勉手当について改定を行

いたいため。
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)}fJ表第 1 (第:~ ~f:関係)

行政職給料表

院m¥酬の級 1 *!i 
の区

う〉 号給 給料月総

1'3 
1 110.100 
2 141， 200 
3 142，400 
4 143，500 

5 144.600 
6 145，700 
7 146，800 
8 147.900 

9 149，000 
lO 150，400 
11 151，700 
12 153，000 

13 154.300 
14 lι号、 800
15 157、300
16 158，900 

17 160，200 
18 161，700 
19 163，200 
20 164，700 

21 166， 100 
22 168，800 
23 171， 400 
24 174.000 

25 176.700 
26 178，400 
27 180.100 
28 181，800 

29 183， 300 
30 185， 100 
31 186，900 
32 188，600 

33 190，200 
34 191，700 
35 193，200 
36 194，700 

37 196，000 
38 197，300 
39 198， 600 
40 199，900 

41 201，200 
42 202， 500 
43 203， 800 
44 205，100 

45 206， 300 
46 207，600 
47 208，900 
48 210，200 

49 211，300 
50 212，400 
51 213，400 
52 214，500 

53 215，600 
54 216，600 
55 217，500 
56 218，500 

57 219.200 
58 220，100 
59 221雪 000
60 221. 900 

61 222， 600 
62 223， 600 
63 224， 5仰

再任
64 225， 400 

Rll'詰 65 22o， 100 
員以 66 227， 000 
タトの 67 227.900 
職員 68 229，000 

2 ~'設

給料月額

円

183， 200 
185， 000 
186，800 
188.600 

190，200 
192.000 
193，800 
195，600 

197.200 
199，000 
200.8∞ 
202，o以)

204.:l00 
206.100 
207，900 
209. 7削

211，100 
212， 900 
214，6uO 
216.4町}

218， 100 
219.800 
221.400 
223.000 

224. 500 
226，200 
227.800 
229，400 

230，800 
232，300 
233，8仰
235，100 

236， 400 
237，600 
238， 700 
239， 900 

241，200 
242， 500 
243， 700 
245，000 

246，凶0
247，400 
248，900 
250，400 

251，800 
253.200 
254，600 
256，000 

257，200 
258，500 
259，900 
2sl， 300 

つ62，600 
263， 700 
265，000 
つ66，300 

267，400 
268， 500 
269，800 
271，100 

272， 200 
273， 200 
274，300 
275，400 

276，600 
277，6帥
278， 500 
279，500 

昔話& 4級 fJhW 6級 7級 8耳i沙

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1'1 円 Pl I~ 円 円

219‘600 259， 900 286， 200 :H'l、 000 361， 300 406，900 
221，500 261，900 288.400 319.2似} 363守 900 409.300 
223.200 263. 700 290， 700 321. 500 366，400 411苛 800
224守 800 265， 800 292，900 323. 700 369，似泊 414，200 

226.400 267. 700 294. 900 326，000 371，100 416，1.00 
228，000 269， 600 297，200 328、000 373，600 418，400 
229， 500 271，600 299， 500 330，200 375，900 420.日)0
231，100 273. 700 301. 800 332，400 378，400 422， 700 

232， 600 275，800 30:3，900 334.500 3間， 900 424.700 
234， 300 277.800 306. 200 336. 7削 383.600 426， 800 
235，800 279，900 308，400 338、800 386.200 428，900 
237，400 282.000 310， 700 341.000 388.900 431.000 

238，900 284.000 312，900 343，000 391，300 432. 700 
240. 400 286.100 315，000 345.000 393，600 434，500 
242，000 288，100 317.200 347.100 395，800 436.日)0
243， 500 290， 200 319， 300 349， 100 :~98 ， 200 438.500 

245，000 292， 200 321， 400 351，000 4例入 000 440，400 
246， 500 294， 200 323.400 353，000 402，000 442.200 
247.900 296. 300 325， 500 354.800 403，900 444.000 
249， 300 298， 300 327，500 35o， 700 405， 700 445， 700 

250，800 300.400 329. 500 358. 700 407.600 447.500 
252，600 a02， 500 331，600 360，oOO 409.400 449，000 
254.300 304. 500 333.600 362，600 411.200 450.400 
256、100 以16.600 3:35， 700 36レ，1，500 413.100 451.900 

257.800 308.400 337. 300 366， 500 414，900 453，300 
259，600 310，500 339.200 368，4似) 416.400 454，600 
261.400 312.600 341， 100 370，400 417，900 455，900 
263， lOO 314，600 343，000 372，400 419，500 457， 100 

265， 100 316，600 344， 700 373，900 421，100 458，100 
267，000 318，600 346，600 375， 700 422， 400 458，800 
268，800 320， 700 348、500 377， 500 423， 700 459，600 
270，700 322，800 350，叩O 379， 100 424，900 460，300 

272，400 324，300 352，200 380，900 426，100 461，000 
274，300 326，300 354，000 382，300 427，4∞ 461，800 
276町 200 328，200 355，800 383，800 428， 700 462，500 
278，000 330，300 357，500 385，400 429，900 463，100 

279， 700 332，200 358，900 386，800 431，100 463，600 
281， 600 334， 100 3臥1，200 388，000 431， 900 464，200 
283， 4ω 336，100 361，600 389，200 432， 700 464，加。
285， 300 32せ， 000 :)63，000 390，300 433，500 465，400 

28'1， 000 3:~9 ， 900 364，300 391，400 434， 100 465，以)0
288， 700 341，800 365.200 392，600 434，800 466，400 
290， 500 343，600 366，300 393，800 435，500 466，800 
292， 300 345， 500 367，400 394，900 436，200 467， 100 

294，000 347，000 368，200 395，600 437，000 467，400 
295， 700 348， 400 369，100 396， 300 437，800 
297，400 349，900 370，000 397，000 4:)8.200 
299，000 351，400 370，900 39'1， 700 438，900 

300， 700 :353，000 371， 800 398， 300 439，400 
302，400 353，800 372，600 398，900 439，800 
沢)4，000 355，000 373，400 399，400 440，200 
305， 700 356，000 374，2ぽ} 399，800 440，600 

306，900 356，900 374，900 400冒 200 441，000 
308， 400 358，000 375，6凶 400， 500 441，400 
309，900 358，900 37o，300 400，800 441，800 
311，500 3邸入 000 377，000 401， 100 442. 100 

313，100 360.900 37'1， 500 401‘400 442，400 
314，700 361， OOO 378， 100 401，700 442.800 
316，300 362，300 378， 700 402，000 443，100 
317，800 363，000 379，400 402， 300 443，4似)

319，300 363，400 379，800 402，600 -14~~， 700 
:~20 ， 500 364.000 380， 500 402， 900 
321，700 364、700 381，100 '103. 200 
322， 900 3日5，400 381，700 403， 500 

323， 600 365， 700 382，100 403， 800 
324， 500 366，400 382， 7凶 404， 100 
325. 300 367，100 3ぶ3，300 404，400 
326， 100 367，800 38:1，900 404，700 
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69 229. 800 280冒 300 327，000 3GB， 100 384，300 '104，900 
70 230， 500 281，200 3:?7， 400 :368冒 700 384，800 405，200 
71 23l，200 281，900 :~28 ， 100 369，400 38ち， 300 405，500 
72 232， 000 282，800 328，900 370，000 385，900 405， 8削

73 232，800 283，8似) 329， 700 370， 300 386， 200 406，000 
74 233， 500 28，1，600 330，400 370，900 38G， 600 406，300 
75 234， 200 285. 400 331，100 371，600 387，000 406，6以)
76 234，900 286，2ω 331，800 372， 200 387，400 406哩 800

77 235，600 287，000 332，300 372，600 387，700 407，削 3
78 236，400 287，500 332，900 :)73，100 :~88 ， 000 407，300 
79 237，200 287，900 333，400 373， 700 ~~88 ， 300 407，600 
80 238，0似) 288， 400 334，000 374，200 388，6Cゆ 407，800 

81 238， 7叩 288， 500 334，300 374，700 388，8似} 408，000 
82 239，400 288，似)0 334，800 375，300 389， 100 408，300 
83 210，1ω 289，100 3a5， 200 375，800 389，400 408.600 
81 240， 800 289， 500 335， 700 376， 100 389，600 408，800 

85 241，500 289， 700 336，100 376，500 389，800 409，000 
86 242，200 289，900 336， 6γ00 377，000 390，100 
87 242，900 290，300 337，100 377，400 390，4加
88 243，6釧) 290，600 337，600 377，800 390，600 

89 244， 300 290，900 337，900 378，200 390，800 
90 244，800 291，200 338， 300 378， 700 391，100 
91 245，3凹 291，500 338，8加 379，100 391，400 
92 2，15，800 291，900 339， 200 379守 500 391，600 

93 246， 100 292，200 339， 500 379，800 391，800 
94 292，600 339，900 
95 292，900 340，400 
96 293，300 340，800 

97 29:1，400 341，000 
98 293， 600 341，400 
99 294， 000 341，900 
100 294， 400 342，300 

101 294，600 342，400 
102 294， 900 342，900 
103 295， 300 343，300 
104 295， 700 343，600 

105 295，900 343，900 
106 296， 200 344，300 
107 296，600 344， 700 
108 296，900 345，100 

109 297守 100 345， 600 
110 297，400 346，000 
111 297，800 346，400 
112 298， 100 :346，800 

113 298，300 347， 300 
114 298， 700 347，700 
115 299，100 348，000 
116 299， 400 348，300 

117 299， 500 348，800 
118 299，800 
119 出 0，100 
120 300， 500 

121 300， 700 
122 3以)， 900
123 301，200 
)24 301，500 

125 301，900 
126 302，100 
127 302，400 
128 :102，700 

129 303，000 

用再任職
186，500 214，000 254，000 273， 400 288， 500 313，900 355，600 388， 700 

員

辞H考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員l'適用するυ
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別表第 2 (第一 3条関係)

!互訪京織給料君主

ア i玄療i稿ii会事|袋 ( 1 ) 

職員¥糊の級
の!友

分 号給

l 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 

1級 2級 3級

給料月額 給料月額 給料月額

内 円 円

278，300 442，500 565，300 
281，200 444，800 568，400 
284， 100 447，100 571，500 
287，000 4.49，400 574，600 

289，900 451，700 577，500 
292，800 454，000 579，900 
295， 700 456，300 582，300 
298，600 458，600 584， 700 

301，500 460，900 586，900 
304，400 463，200 588，400 
307，300 465，500 589，900 
310，200 467，800 591，400 

313， 100 470， 100 592，900 
316，000 472，400 594，000 
318，900 474，600 595， 100 
321，800 476，900 596，000 

324， 700 479，200 
327，600 481，400 598，200 
330，500 483，600 599，200 
333，400 485，800 600， 200 

336，300 487，800 601，200 
339，200 489， 900 602，200 
342， 100 492，000 603，200 
345，000 494， 100 604，200 

347，900 496，200 605，200 
350，800 4自8，300 606，200 
353， 700 500，400 607，200 
356，600 502，500 608，200 

359，500 504，600 609，200 
362，400 506，600 610，200 
365，300 508，600 611，200 
368，200 510，600 612，200 

371，100 512，400 613，200 
374，000 514，200 614，200 
376，900 516， 100 615，200 
379，800 518，000 616，200 

382， 700 519，700 617，200 
385，600 521，500 618，200 
388，500 523，300 619，200 
391，400 525， 100 620，200 
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41 394，300 527，000 621，200 
42 397，200 528，800 622，200 
43 400， 100 530，600 623，200 
44 403，000 532，400 624，200 

45 405， 700 534，000 625，200 
46 408，400 535，800 626，200 
47 411，200 537，500 627，200 
48 414，000 539，300 628，200 

49 416， 600 540，900 629，200 
50 419，300 542，500 630，200 
51 422，000 543，900 631，200 
52 424， 700 545，500 632，200 

53 427，200 547，000 633，200 
54 429， 700 548，400 634，200 
p υυ p 432， 100 549，800 635，200 
56 434，600 551， 100 636，200 

57 436，800 552，300 637，200 
58 439，200 553，300 638，200 
59 441，600 554，300 639，200 
60 444， 000 555，300 640，200 

61 446，000 556，300 641，200 
62 448，400 557，200 642，200 
63 450，800 558， 100 643，200 
64 453， 100 55臼， 000 644，200 

65 455，300 559，800 645，200 
66 457，600 560， 700 646，200 
67 459，800 561，600 647，200 
68 462， 100 562，500 648，200 

69 464，300 563，400 649，200 
70 466， 600 564，300 650，200 
71 468，900 565，200 651，200 
72 471，100 565，900 652，200 

73 473，100 566，800 653，200 
74 475，200 567，700 654，200 
75 477，300 568，600 655，200 
76 479，400 569，500 656，200 

77 481，500 570，400 657，200 
78 483，300 571，300 658，200 
79 485， 100 572，200 659，200 
80 486，900 573， 100 660， 200 

81 488，600 574，000 661，200 
82 490， 400 574，900 662，200 
83 492，200 575，800 663，200 
84 494，000 576， 700 664，200 

85 495，600 577，600 665，200 
86 497，300 578，500 666，200 
87 499， 100 579，400 667，200 
88 500，900 580，300 668，200 
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89 502，500 581，200 669，200 
90 503，800 582， 100 670，200 
91 505， 100 583，000 671，200 
92 506，400 583，900 672，200 

93 507，700 584，800 673，200 
94 509，000 585， 700 674，200 
95 510，300 586，600 675，200 
96 511，600 587，500 676，200 

97 512，600 588，400 677，200 
98 513，400 589，300 678，200 
99 514，200 590，200 679，200 
100 515，000 591， 100 680，200 

101 515，900 592，000 681，200 
102 516，700 592，900 682，200 
103 517，600 593，800 683，200 
104 518，400 594， 700 684，200 

105 519，300 595，600 685，200 
106 520，200 596，500 686，200 

再任|
107 520， 900 597，400 687，200 
108 521，800 598，300 688，200 

府職

109 522， 700 599，200 689，200 
タトの
職員

110 523，500 600， 100 690，200 
111 524，400 601，000 691，200 
112 525，300 601，900 692，200 

113 526， 100 602，800 693，200 
114 527，000 603， 700 694，200 
115 527，900 604，600 695，200 
116 528，600 605，500 696，200 

117 529，400 606，400 697，200 
118 530，300 607，300 698，200 
119 531，200 608，200 699，200 
120 532， 100 609， 100 700，200 

121 532，900 610，000 701，200 
122 533，800 610，900 702，200 
123 534， 700 611，800 703，200 
124 535，600 612，700 704，200 

125 536，400 613，600 705，200 
126 537，300 614，500 706，200 
127 538，200 615，400 707，200 
128 539， 100 616，300 708，200 

129 539，900 617，200 709，200 
130 618， 100 
131 619，000 
132 619，900 

133 620，800 
134 621，700 
1:35 622，600 
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136 623，500 

137 624，400 
138 625，300 
139 626，200 
140 627，100 

141 628，000 
142 628，900 
143 629，800 
144 630， 700 

145 631，600 
146 632，500 
147 633，400 
148 634，300 

149 635，200 
150 636， 100 
151 637，000 
152 637，900 

153 638，800 
154 639， 700 
155 640，600 
156 641，500 

157 642，400 
158 643，300 
159 644，200 
160 645，100 

161 646，000 
162 646，900 
163 647，800 
164 648， 700 

165 649，600 
166 650，500 
167 651，400 
168 652，300 

169 653，200 
170 654， 100 
171 655，000 
172 655，900 

173 656，800 
174 657，700 
175 658，600 
176 659，500 

177 660，400 
178 661，300 
179 662，200 
180 663， 100 

181 664，000 
182 664，900 
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183 665，800 
184 666， 700 

185 667，600 
186 668，500 
187 669，400 
188 670，300 

189 671，200 
190 672， 100 
191 673，000 
192 673，900 

193 674，800 
194 675， 700 
195 676，600 
196 677，500 

197 678，400 
198 679，300 
199 680，200 
200 681， 100 

201 682，000 
202 682，900 
203 683，800 
204 684， 700 

205 685，600 
206 686，500 
207 687，400 
208 688，300 

209 689，200 
210 690， 100 
211 691，000 
212 691，900 

213 692，800 
214 693， 700 
215 694，600 
216 695，500 

217 696，400 

符:任

用職 391，800 464，800 564， 700 

E主

備考 この表l士、病院等に勤務するi亙師に適用する。
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イ 医JW刊誌給料袋 (2) 

職sf1¥職務 1級
の区 の紋

2級 3，投 4級 5 irJJ! 

分 y口コ 7仙')¥11 給料月 iffj 1右半↓jヲ古，(i 給料Jj綴 給料月綴 給料月額

iヰ fIJ 内 門 i可
157，300 192，600 244，400 277，100 324，900 

2 158，900 194，200 245， 800 279， 100 326，900 
3 160，500 195，800 247，000 281，300 32宮， 100 
4 162， 100 197，400 248， 400 283， 500 331，300 

υ F 163，700 199，000 249， 600 285， 700 333，300 
6 165，300 200， 600 250， 800 287，800 335，500 
7 166，900 202， 200 252， 000 289， 900 337，600 
自 168，500 203， 800 253， 300 292， 100 33宮， 800

9 170，100 205，400 254， 600 294， 100 341，800 
10 171，700 207，000 255， 600 296， 300 343， 900 
II 173，300 208， 600 256， 700 298， 400 346，100 
12 174，900 210，200 257，700 300， 600 348，200 

13 176，500 211，800 259， 000 302， 800 349， 900 
14 178，100 213，400 260， 600 304，800 351，900 
15 179，700 215，000 262， 200 306，900 353，800 
16 181，300 216，600 263， 700 308，900 355， 800 

17 182，900 218，200 265， 300 311，100 357，700 
18 184， 500 219，800 267， 100 313，100 359， 700 
19 186，100 221，400 268， 900 315，200 361，700 
20 187，700 223，000 270， 800 317，300 363， 700 

21 189， 200 224，400 272， 600 319，200 365， 500 
22 190，800 226，000 274，400 321，200 367，500 
23 192，400 227，500 276， 200 323，100 369，600 
24 193，900 229，100 27日， 000 325，100 371， 700 

25 195，500 230，400 279， 800 327， 100 373， 100 
26 197，200 231，900 281，700 329， 000 374，900 
27 198，800 233，300 283， 600 331，000 376，700 
28 200，500 234，600 285， 400 333， 000 378，400 

29 202， 100 236，300 287，400 334， 600 380，200 
30 203， 700 237，700 289， 300 336，400 381，700 
31 205， 300 238， 900 291，100 338， 100 383， 300 
32 206，900 240， 300 293， 000 339， 900 385， 000 

33 208，400 241，500 294， 800 341，600 386， 300 
34 210，000 242， 700 296， 500 343， 400 387，600 
35 211，700 243， 900 298， 300 345，300 388，900 
36 213，400 245， 200 300， 100 347，100 390， 100 

37 214，700 246， 600 301，600 348，900 391，200 
38 216，200 247，600 303， 300 350，600 392，400 
39 217，600 248， 700 305， 000 352，200 393， 500 
40 219，100 249， 800 306， 600 353，900 394，600 

41 220， 500 251，000 308， 400 355，100 395， 400 
42 221，900 252， 500 310，100 356，200 396， 200 
43 223， 200 253， 900 311，700 357，400 397，000 
44 224， 500 255， 400 313，400 358，600 397，800 

45 225， 900 256， 900 314，600 359，800 398， 200 
46 227，300 258， 600 316，000 360， 600 398， 800 
47 228， 800 260， 300 317，500 361，800 399， 300 
48 230， 200 262， 000 319，100 362， 900 399， 700 
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49 231，600 263， 500 320， 500 363， 900 400， 100 
50 232， 900 265， 300 321，800 364， 900 400，400 
51 234， 000 267，000 323， 000 365， 900 400， 700 
52 235， 300 268，800 324， 300 366， 900 401，000 

53 236， 700 270， 300 325，400 367，700 401，300 
54 238， 000 272， 000 326， 400 368， 500 401，600 
55 239，2001， 273， 700 327，500 369，400 401，900 
56 240， 500 275，400 328，500 370， 300 402，200 

57 241，800 277，100 329，000 370，800 402，500 
58 243，100 278， 700 329，900 371，600 402，800 
59 244，300 280，400 330， 700 372，400 403，100 
60 245，400 282，100 331，600 373， 200 403，500 

61 246，600 283， 700 332，400 373， 600 403， 700 
62 248，000 285，400 332， 700 374，300 404，000 

再任i63 249，500 287， 100 333， 300 375， 000 404，300 

用級 64 251， 000 288， 700 334，000 375， 700 404，600 

外の 65 252，600 290，100 334，600 376， 1001 404，800 

職員 66 254，000 291，700 335， 300 376，700 
67 255，400 293， 200 336，000 377，400 
68 256，800 294，800 336， 700 378，000 

69 257，900 296，200 337，400 378，400 
70 259， 300 297，700 337，900 378，900 
71 260， 700 299，100 338， 500 379，400 
72 262，100 300，600 339， 100 379，900 

73 263， 100 301，900 339，400 380， 500 
74 264， 400 303， 100 340，000 381，000 
75 265， 700 304， 300 340， 500 381，600 
76 267，000 305，700 341， 100 382， 200 

77 268， 000 307，000 341，600 382， 700 
78 269， 200 308，200 342， 100 383， 200 
79 270， 500 309，500 342，600 383， 700 
80 271，800 310，700 343，000 384， 200 

81 272，800 312，100 343， 300 384， 500 
82 273， 900 312，900 343， 600 385， 000 
83 275，000 313，700 344， 000 385，400 
84 276， 100 314，500 344， 300 385， 800 

85 277，200 315， 100 344， 800 386， 200 
86 278，200 315，800 345， 100 
87 279，300 316，500 345， 400 
88 280，400 317，100 345， 700 

89 281，300 317，800 346， 100 
90 282，000 318，000 346， 400 
91 282，500 318，600 346， 800 
92 283，300 319，200 347， 100 

93 284，100 319，800 347，500 
94 284， 700 320， 300 347，800 
95 285，300 320， 800 348， 100 
96 285，900 321，300 348， 400 

97 286， 600 321，900 348， 700 
98 287，100 322， 400 349，100 
99 287，500 322， 800 349， 500 
100 287，900 323， 300 349， 900 
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101 288，100 323， 800 350，400 
102 288， 300 324，200 350，800 
103 288，500 324， 400 351，200 
104 288， 700 324，800 351，600 

105 289， 100 325， 200 352， 100 
106 289， 300 325， 600 
107 289， 500 326， 000 
108 289， 700 326， 400 

109 290，100 326， 700 
110 290， 300 326， 900 
111 290， 500 327，300 
112 290，800 327，600 

113 291，200 327，800 
114 291，500 328，100 
115 291，700 328，400 
116 292， 000 328， 700 

117 292， 300 328，900 
118 292， 500 329，200 
119 292， 700 32ヲ， 600
120 293，000 329， 800 

121 293，300 329， 900 
122 330， 200 
123 330， 600 
124 330， 800 

125 331，000 
126 331，400 
127 331，800 
128 332， 200 

129 332，400 

持:{壬
舟職 214，100 242， 300 255， 700 280，900 321，600 
員

備考 この表l立、病Ilfe等に勤務する薬剤師、栄養士、診療X線技師、臨床検査技術、療法士等に適用する。
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ウ 医療l織給料表(3 ) 

!被災¥職 1級
の区 の級

2級 3 ~i& 4級 5級

分 号給 給料月額 給料月額 給料月綴 給料月額 給料月額

円 円 内 円 同

I 160，700 191，100 253，300 275，400 328，200 
2 162，800 192，900 254，300 277，300 330，300 
3 164，900 194，700 255，300 279，200 332，400 
4 167，000 196，500 256，300 281， 100 334，600 

υ 「 169， 100 198，300 257，300 283，000 336，800 
6 171，200 200， 100 258，300 284，800 338，900 
7 173，300 201，900 259，200 286， 700 341，100 
8 175，400 203， 700 260，300 288， 700 343，200 

9 177，500 205，500 261，200 290，500 344，900 
10 179，600 207，300 262，200 292，300 346，900 
11 181，700 209， 100 263，000 294，200 348，800 
12 183，800 210，900 264， 100 296， 100 350，800 

13 185，900 212，700 265，200 298，000 352，800 
14 188，000 214，500 266，000 299，900 354，900 
15 190， 100 216，300 267，200 301，700 357，000 
16 192，100 218， 100 268，400 303，600 359，000 

17 194，200 219，900 269， 700 305，300 361，000 
18 196，500 221，700 271，100 307，000 363，000 
19 198，800 223，500 272，300 308， 800 365， 100 
20 201，100 225，300 273，800 310，600 367，200 

21 203，500 227，100 275，200 312，500 368，900 
22 204， 900 228，900 276，600 314， 100 371，000 
23 206，300 230， 700 277，900 315，800 373， 100 
24 207，700 232，500 279，400 317，500 375，100 

25 209， 100 234，300 281，000 319，000 377， 100 
26 210，600 236， 100 282，600 320，500 378， 700 

27 212， 100 237，900 284，100 322， 100 380，600 
28 213，300 239， 700 285，600 323，600 382，500 

29 214，700 241， 100 286，臼00 325，300 384，300 

30 216，200 242，400 288， 700 326， 700 386，000 
31 217，700 243，600 290，500 328，200 387，900 
32 219，200 244， 900 292，200 329，800 389，700 

33 220，600 246，000 293，800 331，200 391，400 
34 222，300 247，100 295，500 332， 700 393，100 
35 224，000 248，000 297，100 334， 100 394，900 

36 225， 700 249，000 298，800 335，600 396，600 

37 227， 100 250，300 300，300 337，200 398，200 
38 228，800 251，400 301，800 338， 700 399，900 
39 230，500 252，200 303，400 340，300 401， 700 
40 232，200 253，200 305，000 341，800 403，500 

41 233，800 254， 100 306，500 343，500 405，000 
42 235，200 255，000 307，900 345， 100 406，500 

43 236，500 256，000 309，500 346，600 408，000 
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91 297，200 :l20， 500 362，000 389，000 
92 298，500 321，800 362，500 389，400 

93 299，300 322，500 362，900 389， 700 
94 300，500 323，600 363，300 390， 100 
95 301，600 324， 700 363，900 390，600 
96 302，800 325，600 364，400 391，000 

97 303，900 326，900 364， 700 391，400 
98 305， 100 327，600 365，200 
99 306，300 328，700 365，600 
100 307，400 329，900 365，900 

101 308， 700 331，000 366，500 
102 309，900 332，200 367，000 
103 311， 100 333，300 367，500 
104 312，300 334，500 368，000 

105 313， 100 335，600 368，600 
106 313，800 336， 700 369， 100 
107 314，500 337，700 369，600 
108 315， 100 338，800 370，000 

109 315，800 339， 700 370，600 
110 316， 100 340， 700 371， 100 
111 316，700 341，600 371，600 
112 317，400 342，600 372， 100 

113 317，800 343，600 372， 700 
114 318，400 344，400 373， 100 
115 319，000 345，200 373，600 
116 319，600 346，000 374，100 

117 320，000 346，600 374，700 
118 320，500 347，200 
119 321，000 347，900 
120 321，500 348，500 

121 321，900 348，900 
122 322，300 349， 300 
123 322，600 349，800 
124 322，900 350，200 

125 323，300 350， 700 
126 323， 700 351，100 
127 324， 100 351，600 
128 324，400 352，000 

129 324，600 352，300 
130 324，900 352，800 
131 325，300 353，200 
132 325，500 353，500 

133 325， 700 354，000 
134 326，000 354，500 
135 326，300 355，000 
136 326，600 355，500 

137 326，800 356，000 
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138 327，100 356，500 
139 327，500 357，000 
140 327， 700 357，400 

141 327，800 357，800 
142 328，100 358，200 
143 328，500 358， 700 
144 328， 700 359，200 

145 329，000 359，600 
146 329，400 360， 100 
147 329，800 360，600 
148 330，200 361，100 

149 330，500 361，400 
150 330，900 
151 331，300 
152 331， 700 

153 332，000 
154 332，400 
155 332， 700 
156 333， 100 

157 333，400 
158 333，800 
159 334，200 
160 334，600 

161 334，900 
162 335，300 
163 335， 700 
164 336， 100 

165 336，400 

再任
府職 254，200 261，400 271，600 287，900 325，000 
員

{結考 この表l土、病院等に勤務する看護問等に適用する。
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議案第 20-{iま

秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

第 1条 秩父市長等の給与及び旅費に関する条例(平成 17年秩父市条例第 52号)

の一昔[1を次のように改正する。

第 5条第 2工頁中 r1 0 0分の 207.5J を r1 0 0分の 21 7. 5 Jに改め

る。

第 2条 秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改工Eする。

第 5条第 2項中 r1 0 0分の 197.5Jを r1 0 0分の 202.5Jに、 r 1 

00分の 21 7. 5 Jを r1 0 0分の 212.5Jに改める。

鮒員IJ

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条の規定は、平成 28年 4

月 1日から施行する。

2 第 1条の規定による改正後の秩父市長等の給与及び旅費lこ関する条例(以下「改

正後の条例Jという。)第 5条第 2項の規定は、平成 27年 12月 1日から適用

する。

(耳ij*手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第 1条の規定による改正前の

秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、

改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

平成 28 fj三2月 26日提出

秩父市長 久 喜 安11 設を

提案理由

一般職職員の給与改定に準じ、期末手当について改定を行いたいため。
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議案第 21与す

秩父市議会の議員の議員報捌及び費用弁償[等lこ際寸る条例の一部を改正する

条例

第 1条 秩父市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成 17年秩

父市条例第 49号)の一昔11を次のように改正寸る。

第 5条第 2項中 r1 0 0分の 207.5j を r1 0 0分の 217.5j{こ改め

る。

第 2条 秩父市議会の議員の議員報献及び費用弁償等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。

第 5条第 2J喪中 r1 0 0分の 197.5jを r1 0 0分の 202.5j{こ、 r 1 

00分の 217.5j を r1 0 0分の 212.5j に改める。

附刻

(施行期沼等)

I この条例は、公布の日から縮行する。ただし、第 2条の規定は、平成 28年 4

月 113から方面f子寸る。

2 第 1条の規定による改正後の秩父市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等lこ関

する条例(以下「改正後の条例j という。)第 5条第 2項の規定i士、平成 27 ij三

1 2月 1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第 I条の規定による改正前の

秩父市議会の議員の議員報鰍及び費潟弁償等に関する条例の規定に基づいて支給

された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

平成 28年 2fl 2 6臼提出

秩父 市長 久喜ヂIl康

提案理由

一般職職員の給与改定に準じ、期末手当について改定を行いたいため。
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議案策 22号

秩父市の議会の議員その他非常勤のi隊員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例

第 1条 秩父市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平

成 17年秩父市条例第 45号)の一部を次のように改亙する。

附則第 5条第 1J賓の表を次のように改める。

傷病補償年金 厚生年金保険法(自自和 29;手法律第 115号) O. 73 

による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

lEする法律(平成 24年法律第 63号。以下「平

成 24年一元化法j という。)附則第 41条第

1嘆の規定による障害共済年金若しくは平成2

4年一元化法11ft郎第 65条第 1項の規定による

障害共済年金(以下単に f障害厚生年金等j と

いう。)及び悶民年金法 (Bi'l和 34年法律第 1

4 1号)による障害主主礎年金(同法第 30条の

4の規定による障害基礎年金を除く。以下単lこ

「障害基礎年金Jという。)

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害 O. 86 

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。)

F章容基礎年金(当該;補償'の事由となった障害に O. 88 

ついて障害厚生年金等又は平成 24年 元化法

附則第 37条第 1項に規定する給付のうち障害

共済年金(以下「平成 24年一元化法改lE前悶

共済法による障害共済年金j という。)若しく

は平成 24年 元化法附員IJ第 61条第 l項に規

定する給付のうち障害共済年金(以下「平成2

4年一元化法改亙前地共済法による障害共済年

金j という。)が支給される場合を除く。)

悶民年金法等の一部を改正する法律(昭和 60 O. 75 

年法律第 34 .J手。以下「国民年金等改正法Jと

いう。)附員IJ第 87条第1J受に規定する年金た
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る保険給付のうち!Ili!筈年金(以下 f[日船員保険

法による隙'吉年金j という。)

関誌年金等改正法附則第 78条第 1項に規定す O. 75 

る年金たる保険給付のうち障害年金(以下 f[日

厚生年金保険法による障害年金j という。)

国民年金等改正法附員IJ第 32条第 1項に規定す O. 89 

る年金たる給付のうも障害年金(以下 r[日国民

年金法による障害年金J という。)

障害補償年金 障害康生年金書事及び隠密基礎年金 O. 73 

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害 O. 8:3 

について|湾審基礎年金が支給される場合を徐

く。)

結害基礎年金(当該補償の事由となった障害に O. 88 

ついて障害厚生年金等又は平成 24年一元化法

改正直立i調共済法による際議共済年金若しくは平

成 244三一元化法改正前地共済i去による障害共

済年金が支給される場合を除く。)

|日船員保険法による障害年金 O. 74 

!日厚生年金保険法による隊害年金 O. 74 

!日国民年金法による隊害年金 O. 89 

遺族補償年金 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成 2 O. 80 

4年一元化法附則第 41条第 1項の規定による

遺族共淡年金若しくは平成 24年一元化法鮒貝IJ

第 65条第 l項の規定による遺族共済年金(以

下単lこ f遺族)厚生年金等j という。)及び悶民

年金法による遺線基礎年金(国民年金等改正法

附良Ij第 28条第 1項の規定による遺族基礎年金

を除く。以下i糾こ f遺族基礎年金J という。)

遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡 O. 84 

について澄族基礎年金が支給される場合を除

く。)

遺族基礎年金(当該補償の事:由となった死亡に O. 88 

ついて遺族厚生年金等又は平成 24年目元化法

66 



[1ft員IJ第 37条第 1)長に規定する給付のうち遺族

共済年金者しくは平成 24 年一元化法[1付員Ij鐸~6

1条第 1墳に規定する給付のうち遼燦共済年金

が支給される場合を除く。)又は国民年金法に

よる寡婦年金

i認民年金等改lEi邸付民IJ第 87条第 1墳に規定す O. 80 

る年金たる保i検給付のうち遺族年金

国民年金等改正法附員Ij第 78条第 1項に規定す O. 80 

る年金たる保険給付のうち遺族年金

国民年金等改lE法附貝IJ第 32条第 1項に規定す O. 90 

る年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、

遺児年金又は寡婦年金

F付則第 5条第 2壊の表を次のように改める。

障害厚生年金等及び障害基礎年金 O. 73 

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎 O. 86 

年金が支給される場合を除く。)

障筈基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年 O. 88 

金等又は平成 24年一元化法改正前潤共済法による障害共済年

金若しくは平成 24年-)];化法改正前地共済法による障害共済年

金が支給される場合を|徐く。)

!日船員保険法による障害年金 O. 75 

旧厚生年金保険法による湾審年金 O. 75 

|日間民年金法による障害年金 O. 89 

第 2条 秩父市の議会の宗務員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を次のように改正する。

附員IJ第 5条第 1項の表右欄及び肉条第 2項の表中 rO. 86J を rO. 88J 

に改める。

附民Ij

(施行期日等)

1 この条例中第 1条の規定は公布の日から、第 2条の規定は平成 28年 4月1日

から施行する。

2 第 1条の規定による改lE後の秩父市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例(以下「改正後の条例j という。)の規定は、平成 27年
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lOJLllヨから適用する。

(経過措霞)

3 改正後の条例F行員Ij第 5条の士見):Eは、平成 27年 10月1日(以下「適j羽目」と

いれ)以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日

前に支給すべき事IIIの生じた適用釘以後の期間lこ係る年金たる補償について適用

し、適用自前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び

適用臼前に支給すべき事自の生じた休業繍{賞については、なお従前の例による。

4 被用者年金制度の一元化等を悶るための厚生年金保i決法令;の一部を改正する法

律(平成 24年法律第 6:3号。以下この項において「平成 24年一元化法j とい

う。)第 2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和 33年法律第 1

28号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被

用者年金制度の一元化等を凶るための厚生年金保険法等の一審11を改正する法律の

施行及び関家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための廷!家公務員退職手

当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う酒家公務員共済組合法による長

期給付等に衡する経過措震に関する政令(平成 27年政令第 345号)第 B条第

p頁の規定により読み替えられた平成 24年一元化法的員IJ第 36条第 5項の規定

によりなおその効力を有するものとされた改正前濁共済法第 82条第 2項に規定

する公務等による|日職域加算障害給付(平成 24年一元化法附則第 36条第 5壌

に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものを

いう。)又は平成 24年一元化法附則第 36条第一 5項の規定によりなおその効力

を有するものとされた改正前回共済法第 89条第 3)煮に規定する公務等による|日

職域加算遺族給付(平成 24年-7G化法鮒員IJ第 36条第 5項lこ規定する改正前eID

共済法による職域加算綴のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るもの

に限る。)又は平成 24年一元化法第 3条の規定による改正前の地方公務員等共

済組合法(日召和 37年法律第 15 2 ~手。以下この項において「改正前地共済法J

という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金

保険法等の一部を改JEする法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度

の一元化等を図るための厚生年金保i殊法等の一部を改正する法律の一部を改正す

る法律;の施行に伴う j他方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置

に関する政令(平成 27年政令第 347号。以下この項において「平成 27年地

共済経過す昔重量政令j という。)第 7条第 1墳の規定により読み替えられた平成 2

4年一元化法附員IJ第 60条第 5項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た改正前地共済法第 87条第 2項に規定する公務等による!日職域加算結審給付(改

正直M也共済法による職域加算額のうら障害を給付事由とするものをいう。)又は
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平成 27年地共済総過措!鐙政令第 7条第 1墳の規定lこより読み替えられた平成 2

4年一元化法附員IJ第 60条第 5項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た改正前地共済法第 99条の 21彩3頃に規定する公務等による i日職域加算遺族給

付(改正荷台ifu共済法による職域加算額のうち死亡を給付事iおとするものをいう。)

に係るものに限るの)の受給権者が悶ーの支給率自により平成 24年一元化法第

1条の規定による改正後の厚生年金保険法による際審隊生年金若しくは遺族厚生

年金、平成 24年一元化法附則第 41条第 1項の規定により|語家公務員共済組合

連合会(国家公務長の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手

当法等の一部を改正する法律:(平成 24年法律第 96 J号)第 5条の規定による改

正後の国家公務員共済組合法第 21条第 1項に規定する国家公務長共済組合連合

会をいう。)が支給する年金である給付aのうち際害共済年金若しくは遺族共済年

金又は平成 24年一元化法網貝Jj第 65条第 1項の規定により地方公務員共済組合

(平成 24年一元化法附則第 56条第 2項に規定する地方公務員共済組合をい

う。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支

給を受けるときは、当分の閥、改正後の条例鮒員Jj第 5条第 1項の規定は、適用し

ない0

5 適用 iヨから第 1条の規定の施行の日の1訪日までの閑において、!司条の規定によ

る改正前の秩父市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等lこ隠する条

例附則第 5条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、改正後の条

例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

6 第 2条の規定による改正後の秩父市の議会の議員その1m非常勤の職員の公務災

害補償等に憶する条例F付則第 5条の規定l土、平成 28年 4月 1日以後に支給すべ

き事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事自の生じ

た同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、問日前に支給すべき事:闘

の生じた!司日前の期間に係る傷病補償年金及び向日前に支給すべき事由の生じた

休業補償については、なお従前の例による。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜 邦康

提案理由

被用者年金制度の一元化に伴い、所要の改正を行いたいため。
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議案第一 2:H予

秩父市公干上等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例の

一部を改正する条例

秩父市公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(平成

1 7 fj三秩父市条例第 46号)の一部を次のように改正する。

題名及び第 i条仁Tr公役等j を「公益的法人等j に改める。

第 2条第 1写室中「公社等j を f公益的法人等j に、 「職員を派遣することが必要

であると認められる法人で規良IJで定めるものj を「秩父市公主主的法人等への磯良の

派遣等に関する条例(平成 17年秩父市条例第 44号)第 2条第 l項各号に渇げる

団体j に改める。

);fO 条中人公社等j を人公益約法人等j に、 f公社等(以下「派遣先公社等J

という。) Jを「公益的法人等」に改める。

貢~4 条を出せり、第 5 条を第 4 条とする。

附員IJ

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。ただし、第 4条を自IJり、第 5条

を第4条とする改正規定は、公布の日から施行する。

平成 28年 2月 2613提出

秩父市長 久慈邦康

提案理i羽

被用者年金制度の一元化に伴い、関係規定を削除するほか、所聖書の改正を行いた

いため。
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議案第 24号

秩父市特5JIJ1般の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁僚に関する条例の一部

を改正する条例

秩父市特別職の職員で、非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成 17 

4三秩父市条例第 50号)の一部を次のように改正する。

5J1J表第 1 賀~5 号中「会長代理J を「会長職務代理者J {こ改め、限表中第 50号を

第 52j号とし、第 43号から第 49号までを 2与すずつ繰り下げ、第 42号を第 43 

号とし、河主去の次に次の 1号を加える。

44 行政不服務査会委員

別還を第 l中第 41号トを第 42J予とし、第 6号から第 40号までを 1号ずつ繰り下

げ、第 5i予の次に次の 1号を加える。

I 6 Jl!UUIJ竺型竺竺竺
附則

h竺 円ハU
円
U

円
U

り
u

q
u
 

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦康

提案漂白

秩父市行政不服審査会の設遣に伴い間審査会の委員の報部~Iについて定めるととも

に、秩父市農業委員会の農地帯IJ苅最適化推進委員の設霞に{半い問委員の報酬につい

て定める必要があるため。
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議案策 25号

秩父市公民館条例及び秩父市公民館宇UJ羽条例の一部を改刀ーする条例

(秩父市公民館条例の内部改正)

第 I条 秩父市公民館条例(平成 17年秩父市条例第 112号)の一部を次のよう

に改正する。

第 2条第 1攻の表秩父市浦山公民館の項中 f秩父市浦IU2 2 1 5苦手地 3Jを「秩

父子行浦山 1546番地j に改める。

(秩父市公民鋭利用条例の一部改lE)

第 2条 秩父市公民館利用条例(平成 17 ij三秩父市条例第 11 3号)の一部を次の

ように改正する。

「久那公民館
)jIJ表第 1利用時間及び使用料の表中 を「久那公民館jに改める。

浦山公民館J

附則

この条例は、平成 28年 4月1日から施行する。

平成 28年 2月26日提出

秩父 市長 久喜邦康

提案理由

利用状況等を勘案し、浦山公民館を秩父市老人福祉センター渓流荘内へ移転する

ことに伴い、位置を変更するほか、所望書の改正を行いたいため。
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議案第 26号

秩父市介護保険条例の 部を改正する条例

秩父市介護保険条例(平成 17年秩父m条例第 177号)の一部を次のように改

正する。

第 8条第 3項中「納期限前 71ヨJを「納期限」に、 「支払日高~j 7日j を「支払日 j

に改める。

附員IJ

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

平成 28年 2月26日提出

秩父市長 久喜ず'il I!若

提案理由

介護保検の保険料の減額又は免除の申請期限について、緩和したいため。

73 



議案第 27号

秩父市デイサービスセンター条例の一部を改正する等の条例

(1'夫父市デイサービスセンタ一条例の一部改正)

第 1条 秩父市デイサービスセンタ一条例(平成 27年秩父市条例第 24.f手)のー

郊を次のように改正する。

第 2条の表中秩父市中村デイザーどスセンターの項を再Ijる。

第 3条ただし書中「秩父市中村テ、イサービスセンター及びj を削る。

第 7条第 H手中「の規定によるj を「第 8条第 7項に規定するJ(こ、 f若しく

は特例居宅介護サービス費又は介護予防i通所介護に係る介護予i坊サーどス費若し

くは特例介護予防ザーピス費j を「又は特例居宅介護サービス費」に改め、同条

第 2号中「官官号Jを「前 2号j に改め、/s'l号を同条第 3号とし、河条第 175-の次

に次の 1号を加える。

(2) 法第 115条の 45第 1瑛第 1号ロに規定する第 1号通所事業に係る第 1

号事業支給費の支給に係る者

第 9条第 1号9コ「法に基づきj を「法第 41条第 4>賞第 1号に規定するJに改

め、 「額Jの次に r(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、

当該現に通所介護に要した費用の額)Jを加え、 Il'il条第 2号を次のように改める。

(2) 第 7条第 2号に掲げる者 介護保険法施行規則(平成 11年厚生省令第 3

6号)第 140条の 63の 2第 1項第 H予イに規定する厚生労働大臣が定め

る基準の例により算定した費用の額又は問項第 3号イに規定する市首]村が定

める基準により算定した費用の額(その額が現に第 l号通所事業のサービス

に要した費用の額を超えるときは、当該現に第 l号通所事業のサービスに要

した費用の額)

第 9条に次の l号を加える。

(3) 第 7条第 3号に掲げる者 謝12号に定める額に準じて市長が定める額

第 16条第 3項中「第 15条Jを「前条j に改める。

(秩父市高齢者ホームヘルプサービス事業の運営に関する条例及び秩父市デイザ

ーピス事業の実施に関する条例の廃止)

第 2条 次lこ掲げる条例i土、廃 1とする。

(1) 秩父市高齢者ホームヘノレブ。サーどス事業の迷営に関する条例(平成 17年秩

父市条例第 13 9号)

(2) 秩父市デ、イサービス事業の実織に関する条例(平成 17年秩父iii条例第 15 

6号)
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附員IJ

(施fj-1君!日)

1 この条例は、平成 28年 4月 1尽から施行する。

(経過措殻)

2 この条例の施行の日から平成 29年 3月 31日までの関における第 1条の規定

による改正後の秩父市デイサービスセンタ一条例(以下「新条例」という。)第

7条第 1号及び第 9条第 1号の規定の適用については、新条例第 7条第 1号中「又

は特例j否宅介護サーどス費j とあるのは「若しくは特例居宅介護サービス費又は

地域における医療及び介護の総合的な磁保を推進するための関係法律の主主備等lこ

際する法律(平成 26if二法律第 83 ~号)第 5 条の規定による改正前の法(以下「旧

法Jとしづ。)第 8条の 2第 7項に規定する介護予防通見守介護に係る介護予防サ

ービス費若しくは特例介護予防サーどス費Jと、新条例第9条第 1号中 f第 41 

条第 4項第 1号Jとあるのは|第 41条第 4項第 1号又は!日法第 53条第 2項第

1号」と、 f通所介護Jとあるのは「適所介護又は介護予防通所介護Jとする。

平成 28 if三2月 26 S提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

介護保険法(平成 9年法律第 12 3号)の一部改.iEに伴い、二次予防事業が廃止

されることにより、関係条例について所要の改正を行いたいため。
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議案第 28号

秩父子行手数料，徴収条例の一部を改正する条例

秩父市手数料徴収条例(平成 17年秩父市条例第 70 lラ)の一部を次のように改

正する。

第 2条第 5攻中「第 79号Jを「第 80号Jに改める。

31J表中第 84号を第 85号とし、第 47号から第 83号までを 1号ずつ繰り下げ、

第 46号の次に次のように加える。

4 7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 4I 1件につき 40， 000

5年法律第 137号)第 20条の 2第 1演に*見定 i円

する廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

手数料

1'ft 民IJ

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜ヂII JJ若

提案理由

埼玉県からの権限移譲に伴い、廃棄物再生事業者の登録の申誇に対する審査手数

料について規定したいため。
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議案第 29号

秩父市有慕地条例在廃止する条例

秩父市有墓地条例(平成 17年秩父市条例第 185号)は、廃止する。

附員Ij

この条例は、公布の日から施行する。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜 邦康

提案理由

秩父市有墓地を宗教法人居者見寺へ返納したことにより、条例を廃止したいため。
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議案策 30号

平成 27年度秩父rli 般会計補正予算(第 41El)

平成 27年度秩父市一般会計補正予算(第 41El)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総粉、に歳入歳出それぞれ 397，447千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞ、れ 30，703，210千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款工買の区分及び当該区分ごとの金額l土、 「第 1表 歳入

歳出予算術疋Jによる。

(繰越明許望号)

第 2条 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 21 :3条第 11買の規定'により、

翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第 2表 繰越号ij許費Jによる。

(債務負担行為)

第 3条 {責務負担行為の迫力日及びi発止は、 「第 3表 {責務負m.行為補正Jによる。

(地方債)

第4条 地方債の迫力日及び変更は、 「第 4~聖 地方債補正j による。

平成 28年 2月 26釘提出

秩父市長 久 喜喜 多s 康
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第 1 表 歳入歳出ニ子主卒者1iJE
1 歳入 (ヰi{j):: TI'J) 

務: 1頁 布1I託吉íTO)~江 械1 Jt tii 

10 J世ブJ交付税 7， 375， :300 15， 99:3 7， :391， 293 

l 地方交付 1~~ 7，375， :100 15，993 7，391，293 

13 使用料及び手数料 546，512 G， 222 552， 7:34 

l f吏用料 393，808 6， 222 100，030 

14 国庫支出金 3，612，419 126，611 3，739，06:1 

国lillt~j1J金 2，625，321 ム53，508 2，571，813 

2 関熊楠i均金 970，493 180， 152 1，150，615 

15 県支出会: 1，736，725 ム30，663 1，706，062 

県負担金 823， 178 612，931 810，217 

2 県補助金 685，635 ム13，691 671，944 

3 委託食 227，912 ム4，041 223，871 

16 財産収入 186，678 100，236 286，914 

l 財産迷用収入 93，971 ]00，236 194，207 

17 鳴:1約金 46，675 100，245 146，920 

1 ~: Ili，1金 46，675 100，245 146，920 

18 繰入金 1，566，096 14，627 1，580，723 

l 繰入金 1， 566， 096 14，627 1，580，723 

20 諸収入 :l5J， 182 54，643 405，825 
トー

5 ~目 i 入 175，682 54，643 230， 325 

21 市 {資 2，835，800 9，500 2，845，300 

市 f出 2，835，800 9，500 2，845，300 

I設 入 メ仁》3、 言i 30， :105， 763 397，447 30，70:1，210 
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2 歳出 (詩句立 千円)

款 rN 制ill:前の告 i 補 j[ 綴

議会費 250， 357 882 251，239 

議会費 250，357 882 251，239 

2 総務費 4，477，719 140，560 4，618，279 

#:tH路管l却費 3， 825， 692 13:l，47:3 :l， 959， 165 

3 費戸:籍住民)jl;本tl'!1張 165， 137 11， 128 176，565 

5 統計íVMj主t~~ 31， 200 ""1，011 27， 159 

3 民生費 ]0，083，652 103， '799 10，187，451 

i 千1会福制焚 5，103，479 256， 758 5， 360， 237 

2 児武福祉費 3，699，850 ム166，959 3，532，891 

3 生活保護費 1，261，342 14，000 1，275，342 

4 衛生資 2， :l30， 950 ム20，636 2，310，314 

l 保{建衛生費 930， 759 ム17，121 913，638 

2 1i丙波13主主主費 28:l，808 ム3，515 280， 293 

6 燦林水産業費 558，667 ム17，274 541，393 

!祭主主 1焚 279， 159 ど"4，839 274，320 

2 林業費 279， 508 ム12，435 267，073 

8 i二木紫 2，939，631 ム144，419 2，795，212 

土木管理費 236， 726 ム1，860 2:l4，866 

2 道路橋りょう ~JJ: 1，612，641 ム112，473 1，500，168 

3 河川~，~ 67，463 ム257 67，206 

4 都市計 i商費 901，109 629，829 871，280 

9 消防費 1，241，610 ム14，884 1，226，726 

I 消 防 紫 1，241，610 ム14，884 1，226，726 

10 教育費 2，299，686 ム3，749 2，295，937 

1 教育総務費 377，869 ム2，023 375，816 

2 小学校費 544，085 ム3，950 540， 135 

3 中学校費 235，450 17，426 252，876 

4 幼科tl認費 210，606 ム9，024 201，582 

6 保健体育望者 476，295 ム6，178 470，117 

13 2HH4グーxl:H金"、，、一 1，911，110 100，236 2，311，346 
」一一一一一一一一一一 一一一一 」ー
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Oii.{!j: 千円)

jjv; 11[[ lilnE古ijの告l'i 布告 il 綴 百十

J止金 !I~ 1，9]]，110 elOO， 2% 2，311，346 

11 予備費 474，941 ム47，068 427，87:1 

l 予備費 474，941 ム47，068 427，873 

京t /:H l仁k3 :10， 305， 76:3 397，447 30，703，210 
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第 2 表 繰越明許費
Uj'.{立千円)

rl~ 司王 業 4¥ 金 帯血

2総務費 l総務管理費 大滝振興会館恕品目設備改修事業 3，500 

秩父版CCRC雑進事業 40，073 

情報セキュリティ強化対策事業 56，456 

吉IIljjol二倉庫解体事業 3， 726 

1戸線住民基本台帳費 他人番号カード等交付事務事業 19，824 

3民生費 I社会福祉費 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 242，853 

日当1篠福祉交流センターエアコン修繕事業 5，544 

2児髭福祉費 幼児教育然償化に係るシステム改修事業 702 

4術生費 5型地公闘紫 給水管引換事業 1，294 

6燦林水産業費 2林業費 黒谷111村生活安全対策事業 972 

市営林保育事業 20，510 

石神沢線詩11設事業 34，600 

半糾城峰線開設事業 5，300 

7商工費 l商工費 地域経済循環創造事業 17，213 

秩父まつり会館リニューアノレ事業 62，000 

大1沿線泉加i昆設備改修事業 31，500 

大r?i!:損1泉トイレ洋式化事業 2，800 

1守護寺観光トイレ改築事業 1:3，000 

8 :l二木費 2道路橋りょう費 道路照明灯設i設事業 2，500 

幹線 10号線(萩川!橋)新設改良事業 5， 780 

幹線51号線新設改良事業 13，000 

幹線 58号線新設改良事業 40，6日。
幹線67号線新設改良事業 1，000 

幹線 77号線新設改良事業 2，600 

中央 33号線新設改良事業 9，100 

中央 79号線新設改良事業 83，400 

1:1:1央429号線新設改良事業 3，500 

J京谷 54・55号線新設改良事業 3，500 

原谷 296号線新設改良事業 5，000 

治l篠1.:1 3号線新設改良事業 5，300 

影森 140号線新設改良事業 27，000 

市部幹線 121.号線新設改良事業 61，900 

下吉11143号線新設改良事業 3，852 

荒川幹線4号線新設改良事業 33， 700 

荒川幹線 7号線新設改良事業 23，200 

荒川幹線 120号線新設改良事業 5，000 

荒JII小野原9号線(Il工阪)新設改良事業 9，871 

t揺りょう点検事業 20，060 

織りょう補修事業 12，825 

:l>Jdll補者Ii修事業 62，346 

(仮称);三 l~:q語架設事業
一目白 L

215，100 
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8 j木費 3河川費 中京地水路改修事業 1，700 

守F毛細木!日JlII排水路改修事業 2，500 

持l担割|水路改修事業 1，400 

沢入沢改修事業 5，500 

問沢(彦久保)排7l<W.告改修事業 6，600 

下戸ヶ沢排水路改修事業 6，100 

荒川|ヨ日子宮ノ干排水路改修事業 4，100 

4都市昔!凶j費 お花畑i通線街路整備事業 97，800 

中央通線街路整備事業 15，090 

5住宅費 市営住宅改修事業 2，940 

9消防費 1消防費 消防IlJ言fi所整備事業 67，937 

防火水構築造事業 10，300 

地域防災計闘改訂事業 8，655 

災害時安全対応、7ニュアノレ作成事業 10，725 

避難所看板新規設蹴事業 2，520 

fお災行政無線システム整備事業 17，695 

10教育費 2小学校費 ltの木小学校ブロック塀・ブェンス改修事業 4，853 

高篠小学校フェンス等整備事業 32，317 

大III小学校校舎排水路改修事業 4，960 

3中学校費 影森中学校体育館非構造部材耐震対策事業 19，226 

4幼稚園費 私立幼稚磁就悶奨励システム改修事業 1，944 

5社会教育費 渓mt荘改修事業 5，420 
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第 3 表 債務負担行為補正

(追加)

事項

杉父市工場誘致条例lこ基づく奨励金
(平成27年度交付決定者分)

(廃止)

事項

指定管理者に伴う施設管理委託料
(秩父市中村デイサービスセンター)

84 

期間

平成28年度から
平成31f!三及ーまで

期間

平成28年度から
平成31年度まで



4，201 

(単位.千円)

ß!~ 度 額

36，916 
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第 4 表 地 方 債 補 正

(iS加及び変更)

報i 1E 
起伎の iヨ 的

限度綴 起債の方法 手IJ ヰs

4 森林管理道 3整備事業費 89，900 

6 地 方 道路整備事業費 706，800 

年5.0%以内

普通貸借又
(ただし、利率見i夜し方

7 前川 等整備事業費 49，800 式で借り入れる資金につ
は証券発行

いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率)

14 情報セキュリティ強化対策事業費 。

15 彩森 '10学校体育館非構造部材 。
語H 主建 対 策 事 業 費
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(単位.千円)

祈1 JE 後

償還の方法 限度綴 起債の方法 i 手1]率 償還の方法

77，400 

672，300 

政府資金については、そ
の融資条件により、銀行
その他の場合に(:lその債
権者と協定するものによ
る。

49，600 網打王iiijに{河じ。
ただし、市財政の都合に
より据i置期間及び償還期
i浪を短縮し、又は繰上{賞
i窓務しくは低利に借換え
することができる。

43，900 

12，800 
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余白
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議君主祭，31 J;予

平成 27年度秩父子11悶民健康保険特別会計矯正子'算(第 3巨1)

平成 27年度秩父Tli国民健康保険特別会計補]正予算(第 :31m) I士、次lこ定め

るところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 73，749千円を追加

し、歳入歳出予算の総額さと歳入歳出それぞれ 8，995，802千円、診療方面設勘定

の歳入綴出予算の総額に 2，749千円を追加し、歳入歳出予算の総綴を歳入歳

出それぞれ 158，137千円とする。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款攻の区分及び当該医

分ごとの金額は、「第 1差是 歳入歳出予算補JEJ による。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦康
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第 l 表 歳入歳出予算補正

1 綴入 (~Jg:業勘定) (単{立fFIJ)

款 }京 補正副!の額 補正銀

3 問団主支出金 1，851，634 58，220 1，909，854 

1 [認線負担金 1，388， 787 45，440 1，434，227 

2 凶庫補助金 462，847 12，780 475，627 

6 L収支出金 523，602 15，529 539，131 

2 ljf-補助金 468，948 15，529 484，477 

tお 入 Z仁込3 8，922，053 73， 749 8，995，802 

円
V

Qυ 



2 歳出(事業勘定) (単位千fJI)

hO; ]}~ 対日前の綴 補正綴 百|

2 保険給付費 5，310，038 142，210 5，452，248 

i 療養諸費 4， 66:1， 520 99，000 4，762，520 

2 防総僚主主~U， 600，300 '13，210 643，510 

10 "者支出金 97，760 2， 9¥)4 100，754 

l 金機i量五E及還付加算 76， 759 245 77， 004 

2 総1甘j命 21，001 2，749 23， 750 

11 予備費 92，801 ム71，455 21，346 

子{信号者 92，801 671，455 21，346 

言主 JE〉I、 ユI2j1a 8，922，053 73， 749 8，995，802 
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3 歳入 (診療施設勘定) (単{立千Pl) 

款 3貰 有liiE前の鎖 補 jE ~l'i 

4 繰入金 63，074 2，749 65，823 

f也会計繰入食 63，074 2，749 65，823 

j~\Q 入 1:コい 百十 155， :388 2， 749 158，137 
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4 歳出 (診療施設勘定) (lj吋fL 千円)

2ま J]~ 補正 f~íTのiáï 告li iE鋲 音i

予備費 33，498 2，749 36，247 

l 予備資 33，498 2，749 36，247 

1設 社i l口b、 立n与γ1 155， :388 2，749 158， 137 
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議案第 32号

平成 27年度秩父市下水道事業特別会計補正予算(第 31国)

平成 27年度秩父市下水道事業特別会計補正予算(第 3図)は、次に定める

ところによる。

(歳入歳出予算)

第]条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 107，200千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1，135，569千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正j による。

(繰越191許費)

第 2条 j他方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 213条第 1r支の規定により、

翌年度に繰;I'!l?して使月3することができる経費は、「第 2表 繰越明治一費Jによる。

(j也ij{支)

第 3条地 方債の追IJIl及び変更は、「第 3表 地方後補正Jによる。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦康
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第 1 差是 歳入歳出予算補正

1 歳入 (単{立千円)

2主 lJI. 補正前の額 有H !l額 音|

問j中支出金 49， 500 ム33，500 16，000 

1 l羽風E捕時出金 49， 500 ム33，500 16，000 

7 市 僚 157，400 ム73，700 83， 700 

市 {点 157，400 ム73，700 83， 700 

ぷ主 入 Z口b与 1，242，76!) ム107，200 1，135，569 
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2 歳出 (単位 下内)

殺; ]頁 補正樹の綴 補正古賀 言{

l 下水道事業費 7:l6，770 ム153，997 582，773 

1 総務費 385，205 2， 003 :187，208 

2 公共下水道芸tii主事 :3:31，565 ム156，000 175，565 
業費

3 予備費 37，865 46) 797 84，662 

1 予備 qJt :17， 865 46， 797 84，662 

t語 t弘 ，g 、 言十 1， 242， 769 ム107，200 1，135，569 
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第 2表繰越|狗許費
(単佼:千円)

帯、 l高 事 業 4'， 金 告l~

I下水道事業費 2公共下水道築造事業費 下水道管渠築造事業 62， 000 

雨天時Mi5iE水・簡易処線放流水水質総資事業 8， 000 

3終求処理施設建設事業費 終末処理施設建設事自3長 20，000 
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第 3 表 J1ll方債 tmjE 

( i!i_i1Jll及び変更)

起 伎の ロ 的
おt Ijlj 

i唆 j主綴 起債のカ法 手IJ 二容:

l公共下水道築造事業費 157，400 
'1"5.0%以内

千』過貸借又
(ただし、手IJキ見i点し)j

式で借り入れる政府資金

は証券予並行 及び公や;企業金融公庫資
金について、利;やの見直

2公営企業会計適JIJ事業費 。 しを行った後において
l士、当該.v~ iill.し後の手Ij
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(単位.千円)

布告 :tlミ 後

{政遂のMt 限度綴 起伎の方法 | 利ネ 償j巡の方法

政府資金については、そ
の融資条例二により、銀行 81，200 
そのil包の場合にはその僚
権者と協定するものによ
る。

細川'.['11) {こ問じ。
ただし、市財政の都合lこ
より扮i置期11，:J及び償迷期1
限を短縮し、又は繰J汁賞

2，500 22ーもしくは低利に借換え
することができる。

の
び

の
び



余白

ハUnu 
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議案11533号

平成 27 ij三度秩父市戸日IJ合併処溜浄化機事業特別会計補正予算(第 3回)

平成 27年度秩父市戸別合併処現浄化機事業特別会計補正予算(第 3回)は、

次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 14，695千円を減額し、歳入

歳出予算の総額在歳入歳出それぞれ 237，167千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、!第 1表

歳入歳出予算補正Jによる。

(i也ブIj{資)

第 2条 地方伎の変更は、「第 2表 地方債補正j による。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦康
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詩o1 表 i歳入歳出予算補正

1 綴入

款 J}~ 補正由iTの綴

一 分担金及び負担金 14，310 

設f託費分組合 14，310 

3 国w支出金 39， 940 

関庫補助金 39， 940 

4 Y県支出金 24， 000 

L14補助金 24， 000 

8 rTJ 債 骨1，800

1 債 91，800 

謀長 入 之iコ込 言I~ 251，862 

102 

( Jj剃''!L 千円)

補~!1額

ム210 14， 100 

ム210 14，100 

19，035 則 751

19，035 58，975 

ム4，120 19，880 

64，120 19，880 

ム29，4以)

ム29，400 62，400 I 
ム14，695



2 級出 (単位 千二ドJ)

お; ]貰 全lilJ詰iiの綴 補 iE WIi 

2 随設すJlH1を 24， 238 ム札口00 20， 238 

施設管理H費 24， 238 ム4，000 20， 238 

3 施設繋備費 170，925 ム13，834 157，091 

施設もた術賞' 170，925 ム13，834 157，091 

一5 予備費 4， 235 3，139 7， 374 

l 予 備 費 4， 235 3，139 7， 374 

滋 HJ メ仁b2、 251，862 ム14，695 237， 167 
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第 2 表 地方一俊補正

(変更)

補 j1: 自ii
起伎の ドi I~I甘

限度額 起倹の方法 手IJ ヰ主

年5.0%以内

特定員gJ車生活排水処理施
91，800 

普通貸借又 式で借り入れる政府資金
設整備 :~f 業 l土 ~Ìl 券発 fj 及び公常企業金融公庫資

金について、利率の見疫
しをれった後において
l土、当該見直:しf去の利
率)
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(単位‘千円)

*rH f長
償還のかit 限度額 起僚の方法 | 利率 僚主主の方法

政府資金については、そ
の融資条何により、銀行
その他の場合lこはその後
権者と協定するものによ
る。

62，400 fili五:古riIに同じ。
ただし、 T行財政の都合lこ
より V，ii置W1I制及び償還期j

|浪を短縮し、又は繰 i世主
主主もしくは低利lこ借換え
することができる。
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余白
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議案策 34号

平成 27年度秩父市水道事業会計補友二予算(第 3回)

第 1粂 平成 27 ij三度秩父市水道事業会計の補正予算(第 3悶) I士、次に定めると

ころによる。

第 2条 平成 27年度秩父市水道事業会計予算(以下「予算Jという。)第 3条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 沼) (既決予定額) (補正予定額) ( 計

収 入

第 1彩: 水道事業収益 2， 185， 293千円 49， 384千河 2，234，677千円

第 1J実営業収益 1，592，606千円 82，770千河 1，675，376千円

第 2項営業外収益 592，686千円 ム33，386千円 559，300千円

支 出

第 1款水道事業費用 1，953，641千円 ム47，605千円 1，906，036千円

第 1項営業費用 1，807，269千内 ム52，150一千河 1，755，119千円

第 2項営業外費用 135，372千円 4， 545千河 139，917千内

第 3条 予算第 4条本文括弧番中「不足する額 558，872千円Jを「不足す

る額 415， 649千円Jに、「過年度分損主主勘定留保資金 358，499 

千円 j を[過年度分損益勘定留保資金 199， 962千内 j、f減債積立金

115，098千円Jを「減債積立金 130，412千円Jに改め、資本的収

入及び支出の予定額を、次のとおり檎玄する。

(科 目) (既決予定額) (補疋予定額) ( 計

4)( 

第 1款 資本的i収入

第 3項 他 会 計 負 担 金

支

第 1書士 資本的支出

第 1項 建設改良費

956， 521千円

17，070千河

1，515，393千円

1，141，510千円

入

10，724千円

10，724千円

出

ム132，499千円

ム132，499千円

967，245千円

27，794千円

1，382，894千円

1，009，011千円

負fi4条 継続費の変更は「第 1表継続費補正j による。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久 i察邦康
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第 l表

(変更)

継続受若者五

主主 宅医 事 業 名

ト

1 資本的支出 1 建設改良費 橋立浄水場仮設受君主設備設箆工事

Qo 
nu 

ヲ'品



補正前

平成 28年度 4， 008 

109 

補正後

皮

平成 27年度

平成 28年度

( 1i'佼千円)

4，008 



議案策 ~j 5号

平成 27 fj三度秩父市立病続事業会計補正予算(第 2回)

第 l条 平成 27年度秩父市立病i涜事業会計の補正予算(第 21m) f土、次lこ定める

ところによる。

第 2条 エド成 27年度秩父市立病院事業会計予算(以下「予算j という。)第 2条に

定めた業務の予定量 (4)主要な建設改良事業 病院増改築1"10，000千円J

を r2， 970千円Jfこ改める。

第 3条 予算第 3条に定めたl収益約収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 白) (既決予定額) (補lE予定額) ( 計 ) 

Jj立

第 1款病 院 事 業 収 益 2，946，467千円

第 1項医業収主主 2，763，588 1二円

第 2項 君主業外収益 182，87百千円

支

第 1款病院事業費用 3，156，837千円

第 1項医業費用 3，093，507千円 ム14，842千円 3，078，665千円

第 2項医業外費用 61，017千円 ム4，000千円 57，017千円

第 4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 92， 977千円Jを「不足する

額 100， 562千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 92， 877千円J

を「過年度分損主主勘定留保資金 100， 462千円j に改め、資本的収入及び

支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目) (是正決予定額)

収

入

償

金

支

出

制

業

担

川

本

念

品

州

本

資

資
項

前

世

款

1

3

款

1

第

第

1

第

第

273，367千円

198，000ニ!二円

17，684千円

366， 344千円

入

69，104千円 3，015，571千円

62， 392千円 2，825，980千円

6，712千円 189， 591千円

出

ム18，842千円 3，137，995千円

(補lE予定額) 計

入

ム14，615千円

ム11，100千円

ム3，515千内

出

ム7，030千円

258， 752千円

186，900千円

14， 169千円

359，314千円

第 l項建設改良質， 268，171千円 ム7，030千円 261，141千円

第 5条 予算第 5条に定めた、起債の限度額 r180， 000千円」を r1 6 9， 

000千円Jに、 r18， 000千円 j を r17， 900千円Jfこ改める。

言~6 条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のとおり有者.lE寸る。

(科 目) (既決予定客員) (補正予定額) ( 言十

( 1 )職員給与費 1，804，480千円

110 

ム26，139二1二円 1，778，341千円



策 7条 予算第 9条lこ定めた一般会計から補助主?受ける金額を、次のとおり補正す

る。

(科 百) (!lt決予定額) (補正予定額) 百十 ) 

( 2 )建設改良負強金 17，684千円 ム3，515千円 14，169千円

第 8条 予算第 10条に定めた、たな卸資産の購入限度額 r419， 045千円J

を r408，246千河Jに改める。

平成 28年 2月 26日提出

秩父 市長 久 慈 邦 康
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議案策:36号

平成 28年度秩父市一般会計予算

平成 28年度秩父市一般会計予算は、別冊の定めるところによる。

平成 28均三 2月26日提出

秩父市長 久 害事 委11 康
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議案第 37号

平成 28年度秩父市国民健康保険特別会計予算

ip.:成 28年度秩父市i君民健康保険特別会計予算は、別lf祉の定めるところによる。

平成 28年2月 26日提出

秩父 市長 久容邦康
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議案第 38 lJ-

平成 28年度秩父市後期高齢者i玄燦特別会計予算

平成 28年度秩父市後期高齢者医療特別会計予算は、別制!の定めるところによ

る。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦 E長
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議案策 39号

平成 28年度秩父市介護保険特別会計予算

平成 28年度秩父市介護保検特別会計予算は、別冊の工主めるところによる。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜喜邦康
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議案第 40号

平成 28年度秩父市下水道事業特別会計予算

平成 284二度秩父市下水道事業特別会計予算は、 31JfllJ-の定めるところによる。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久喜邦!奈
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議案策 41号

平成 28年度秩父市燦業集溶排水事業特別会計予算

平成 28年度秩父市幾業集落排水事業特別会計予算は、5]IJ阪の定めるところに

よる。

平成 28年 2月 26i:l提出

秩父市長 久喜:邦康
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議案策 42号

平成 28年度秩父市戸別合併処潔浄化機事業特別会計予算

平成 28年度秩父市戸)jIJ合併処理持品化機事業特別会計予算は、)jIJjH}の定めると

ころによる。

平成 28年 2月 26日提出

秩父子11 長 久喜邦 l奈
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議案第 43号

平成 28年度秩父市公設地方卸売市場特別会計予算

平成 28年度秩父市公設地方卸売市場特別会計予算は、 JJiJ冊1の定めるところに

よる。

平成 28"F 2月26日提出

秩父市長 久喜邦!京
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議案策 44号

平成 28 '4三度秩父市駐車場事業特別会計予算

平成 28年度秩父市駐車場事業特別会計予算は、 5111ffitの定めるところによる。

平成 28年 2月26 13提出

秩父 市長 久喜邦康
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議案第 45号

平成 28年度秩父市立病院事業会計予算

平成 28年度秩父市立病院事業会計予算は、5llJ閣の定めるところによる。

平成 28年 2月 26日提出

秩父市長 久 喜喜 安11 康
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